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（ 目 的 ）

第 一 条　 こ の 条 例 は 、 市 の 諸 活 動 や 歴 史 的 事 実 の 記 録 で あ る 公 文 書 等 が 、 市 民 共 有 の 知 的 資 源 で あ る こ

と に 鑑 み 、 公 文 書 管 理 の 基 本 的 事 項 を 定 め る こ と に よ り 、 公 文 書 の 適 正 な 管 理 並 び に 歴 史 的 公 文 書 等

の 適 切 な 保 存 及 び 利 用 等 を 図 り 、 も っ て 市 政 が 適 正 か つ 効 率 的 に 運 営 さ れ る よ う に す る と と も に 、 市

の 諸 活 動 を 現 在 及 び 将 来 の 市 民 に 説 明 す る 責 務 が 全 う さ れ る よ う に す る こ と を 目 的 と す る 。

（ 定 義 ）

第 二 条　 こ の 条 例 に お い て 「 公 文 書 」 と は 、 実 施 機 関 の 職 員 が 職 務 上 作 成 し 、 又 は 取 得 し た 文 書 、 図 画

及 び 電 磁 的 記 録 （ 電 子 的 方 式 、 磁 気 的 方 式 そ の 他 人 の 知 覚 に よ っ て は 認 識 す る こ と が で き な い 方 式 で

作 ら れ た 記 録 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） で あ っ て 、 当 該 実 施 機 関 の 職 員 が 組 織 的 に 用 い る も の と し て 、 当

該 実 施 機 関 が 保 有 し て い る も の を い う 。 た だ し 、 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。

一　 官 報 、 公 報 、 白 書 、 新 聞 、 雑 誌 、 書 籍 そ の 他 不 特 定 多 数 の 者 に 販 売 す る こ と を 目 的 と し て 発 行 さ

れ る も の

二　 博 物 館 そ の 他 の 市 の 機 関 に お い て 、 歴 史 的 若 し く は 文 化 的 な 資 料 又 は 学 術 研 究 用 の 資 料 と し て 特

別 の 管 理 が さ れ て い る も の （ 歴 史 的 公 文 書 を 除 く 。 ）

２　 こ の 条 例 に お い て 「 歴 史 的 公 文 書 」 と は 、 公 文 書 の う ち 、 歴 史 資 料 と し て 重 要 な も の と し て 第 十 一

条 第 一 項 の 規 定 に よ り 保 存 さ れ て い る も の 及 び 同 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 市 長 に 移 管 さ れ た も の を い

う 。

３　 こ の 条 例 に お い て 「 歴 史 的 公 文 書 等 」 と は 、 次 に 掲 げ る も の を い う 。

一　 歴 史 的 公 文 書

二　 法 人 そ の 他 の 団 体 （ 本 市 を 除 く 。 以 下 「 法 人 等 」 と い う 。 ） 又 は 個 人 か ら 本 市 が 設 置 す る 公 文 書

館 へ 寄 贈 さ れ た 文 書 、 図 画 及 び 電 磁 的 記 録 （ 公 文 書 を 除 く 。 ）

４　 こ の 条 例 に お い て 「 実 施 機 関 」 と は 、 市 長 、 議 会 の 議 長 、 教 育 委 員 会 、 選 挙 管 理 委 員 会 、 人 事 委 員

会 、 監 査 委 員 、 農 業 委 員 会 、 固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会 、 公 営 企 業 管 理 者 及 び 消 防 長 を い う 。
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（ 他 の 法 令 等 と の 関 係 ）

第 三 条　 公 文 書 及 び 歴 史 的 公 文 書 等 の 管 理 に つ い て は 、 法 令 又 は 他 の 条 例 に 特 別 の 定 め が あ る 場 合 を 除

く ほ か 、 こ の 条 例 の 定 め る と こ ろ に よ る 。

第 二 章　 公 文 書 の 管 理

（ 公 文 書 の 管 理 に 関 す る 原 則 ）

第 四 条　 実 施 機 関 の 職 員 は 、 市 の 諸 活 動 を 市 民 に 説 明 す る 責 務 を 有 す る こ と を 認 識 し 、 事 務 の 適 正 か つ

能 率 的 な 執 行 に 資 す る よ う 、 公 文 書 の 作 成 、 整 理 、 保 存 等 を 適 切 に 行 わ な け れ ば な ら な い 。

（ 公 文 書 の 作 成 ）

第 五 条　 実 施 機 関 の 職 員 は 、 当 該 実 施 機 関 に お け る 経 緯 も 含 め た 意 思 決 定 に 至 る 過 程 並 び に 当 該 実 施 機

関 の 事 務 及 び 事 業 の 実 績 を 合 理 的 に 跡 付 け 、 又 は 検 証 す る こ と が で き る よ う 、 処 理 に 係 る 事 案 が 軽 微

な も の で あ る 場 合 を 除 き 、 公 文 書 を 作 成 し な け れ ば な ら な い 。

（ 整 理 等 ）

第 六 条　 実 施 機 関 の 職 員 が 公 文 書 を 作 成 し 、 又 は 取 得 し た と き は 、 当 該 実 施 機 関 は 、 能 率 的 な 事 務 又 は

事 業 の 処 理 及 び 公 文 書 の 適 切 な 保 存 に 資 す る よ う 、 単 独 で 管 理 す る こ と が 適 当 で あ る と 認 め る 公 文 書

を 除 き 、 適 時 に 、 相 互 に 密 接 な 関 連 を 有 す る 公 文 書 （ 保 存 期 間 を 同 じ く す る こ と が 適 当 で あ る も の に

限 る 。 ） を 一 の 集 合 物 （ 以 下 「 公 文 書 フ ァ イ ル 」 と い う 。 ） に ま と め な け れ ば な ら な い 。

２　 実 施 機 関 は 、 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 単 独 で 管 理 す る こ と が 適 当 で あ る と 認 め る 公 文 書 及 び 公 文

書 フ ァ イ ル （ 以 下 こ れ ら を 「 公 文 書 フ ァ イ ル 等 」 と い う 。 ） に つ い て 分 類 し 、 名 称 を 付 す る と と も に 、

保 存 期 間 を 設 定 し な け れ ば な ら な い 。

３　 実 施 機 関 は 、 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 前 項 の 規 定 に よ り 設 定 し た 保 存 期 間 を 延 長 す る こ と が で き

る 。
（ 歴 史 的 公 文 書 選 別 基 準 ）

第 七 条　 市 長 は 、 歴 史 資 料 と し て 重 要 な 公 文 書 を 選 別 す る た め の 基 準 を 定 め る も の と す る 。

２　 市 長 は 、 前 項 の 基 準 （ 以 下 「 歴 史 的 公 文 書 選 別 基 準 」 と い う 。 ） を 定 め 、 又 は 変 更 し よ う と す る と き は 、

あ ら か じ め 仙 台 市 公 文 書 等 管 理 ・ 情 報 公 開 審 議 会 条 例 （ 令 和 五 年 仙 台 市 条 例 第　　 号 ） 第 一 条 第 一 項

の 規 定 に よ り 置 か れ る 仙 台 市 公 文 書 等 管 理 ・ 情 報 公 開 審 議 会 （ 以 下 「 審 議 会 」 と い う 。 ） の 意 見 を 聴

か な け れ ば な ら な い 。

（ 保 存 期 間 が 満 了 し た と き の 措 置 の 定 め ）

第 八 条　 市 長 は 、 公 文 書 フ ァ イ ル 等 に つ い て 、 保 存 期 間 （ 第 六 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 延 長 さ れ た 場 合 に

あ っ て は 、 延 長 後 の 保 存 期 間 。 以 下 同 じ 。 ） の 満 了 前 の で き る 限 り 早 い 時 期 に 、 保 存 期 間 が 満 了 し た

と き の 措 置 と し て 、 歴 史 的 公 文 書 選 別 基 準 に 該 当 す る も の に あ っ て は 引 き 続 き 保 存 す る 措 置 を 、 そ れ

以 外 の も の に あ っ て は 廃 棄 す る 措 置 を と る べ き こ と を 定 め る も の と す る 。

２　 市 長 以 外 の 実 施 機 関 は 、 必 要 に 応 じ て 市 長 と 協 議 を 行 い 、 公 文 書 フ ァ イ ル 等 に つ い て 、 保 存 期 間 の

満 了 前 の で き る 限 り 早 い 時 期 に 、 保 存 期 間 が 満 了 し た と き の 措 置 と し て 、 歴 史 的 公 文 書 選 別 基 準 に 該

当 す る も の に あ っ て は 市 長 へ 移 管 す る 措 置 を 、 そ れ 以 外 の も の に あ っ て は 廃 棄 す る 措 置 を と る べ き こ

と を 定 め る も の と す る 。
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（ 保 存 ）

第 九 条　 実 施 機 関 は 、 公 文 書 フ ァ イ ル 等 に つ い て 、 当 該 公 文 書 フ ァ イ ル 等 の 保 存 期 間 の 満 了 す る 日 ま で

の 間 、 そ の 内 容 、 時 の 経 過 、 利 用 の 状 況 等 に 応 じ 、 適 切 な 保 存 及 び 利 用 を 確 保 す る た め に 必 要 な 場 所

に お い て 、 適 切 な 記 録 媒 体 に よ り 、 識 別 を 容 易 に す る た め の 措 置 を 講 じ た 上 で 保 存 し な け れ ば な ら な

い 。
（ 公 文 書 フ ァ イ ル 管 理 簿 ）

第 十 条　 実 施 機 関 は 、 公 文 書 フ ァ イ ル 等 の 管 理 を 適 切 に 行 う た め 、 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 公 文 書 フ ァ

イ ル 等 の 分 類 、 名 称 、 保 存 期 間 及 び 保 存 期 間 が 満 了 し た と き の 措 置 そ の 他 の 必 要 な 事 項 （ 仙 台 市 情 報

公 開 条 例 （ 平 成 十 二 年 仙 台 市 条 例 第 八 十 号 。 以 下 「 情 報 公 開 条 例 」 と い う 。 ） 第 七 条 に 規 定 す る 不 開

示 情 報 に 該 当 す る も の を 除 く 。 ） を 帳 簿 （ 以 下 「 公 文 書 フ ァ イ ル 管 理 簿 」 と い う 。 ） に 記 載 し な け れ ば

な ら な い 。 た だ し 、 一 年 未 満 の 保 存 期 間 が 設 定 さ れ た 公 文 書 フ ァ イ ル 等 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。

２　 市 長 以 外 の 実 施 機 関 は 、 毎 年 度 、 公 文 書 フ ァ イ ル 管 理 簿 を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

３　 市 長 は 、 毎 年 度 、 各 実 施 機 関 が 作 成 し た 公 文 書 フ ァ イ ル 管 理 簿 を 取 り ま と め 、 公 表 し な け れ ば な ら

な い 。

（ 保 存 期 間 が 満 了 し た 公 文 書 の 取 扱 い ）

第 十 一 条　 市 長 は 、 保 存 期 間 が 満 了 し た 公 文 書 フ ァ イ ル 等 に つ い て 、 第 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 定 め に

基 づ き 、 歴 史 的 公 文 書 と し て 引 き 続 き 保 存 し 、 又 は 廃 棄 し な け れ ば な ら な い 。

２　 市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 引 き 続 き 保 存 す る 公 文 書 フ ァ イ ル 等 に つ い て 、 第 十 八 条 第 四 項 第 一 号 に

掲 げ る 場 合 に 該 当 す る も の と し て 利 用 の 制 限 を 行 う こ と が 適 切 で あ る と 認 め る 場 合 に は 、 そ の 旨 を 記

録 し な け れ ば な ら な い 。

３　 市 長 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ り 保 存 期 間 が 満 了 し た 公 文 書 フ ァ イ ル 等 （ 市 長 が 定 め る も の を 除 く 。 第

六 項 に お い て 同 じ 。 ） を 廃 棄 し よ う と す る と き は 、 市 長 が 定 め る と こ ろ に よ り 、 あ ら か じ め 当 該 公 文

書 フ ァ イ ル 等 が 歴 史 的 公 文 書 選 別 基 準 に 該 当 す る か 否 か に つ い て 審 議 会 の 意 見 を 聴 く も の と す る 。

４　 市 長 以 外 の 実 施 機 関 は 、 保 存 期 間 が 満 了 し た 公 文 書 フ ァ イ ル 等 に つ い て 、 第 八 条 第 二 項 の 規 定 に よ

る 定 め に 基 づ き 、 市 長 に 移 管 し 、 又 は 廃 棄 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 市 長 は 、 当 該 移

管 さ れ た 公 文 書 フ ァ イ ル 等 を 歴 史 的 公 文 書 と し て 保 存 し な け れ ば な ら な い 。

５　 市 長 以 外 の 実 施 機 関 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 市 長 に 移 管 す る 公 文 書 フ ァ イ ル 等 に つ い て 、 第 十 八 条 第

四 項 第 一 号 に 掲 げ る 場 合 に 該 当 す る も の と し て 利 用 の 制 限 を 行 う こ と が 適 切 で あ る と 認 め る 場 合 に

は 、 そ の 旨 の 意 見 を 付 さ な け れ ば な ら な い 。

６　 市 長 以 外 の 実 施 機 関 は 、 第 四 項 の 規 定 に よ り 、 保 存 期 間 が 満 了 し た 公 文 書 フ ァ イ ル 等 を 廃 棄 し よ う

と す る と き は 、 市 長 が 定 め る と こ ろ に よ り 、 あ ら か じ め 市 長 に 協 議 し な け れ ば な ら な い 。

７　 市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 協 議 が あ っ た と き は 、 市 長 が 定 め る と こ ろ に よ り 、 当 該 公 文 書 フ ァ イ ル

等 が 歴 史 的 公 文 書 選 別 基 準 に 該 当 す る か 否 か に つ い て 審 議 会 の 意 見 を 聴 く も の と す る 。

８　 市 長 は 、 前 項 の 審 議 会 の 意 見 を 踏 ま え 、 当 該 公 文 書 フ ァ イ ル 等 が 歴 史 的 公 文 書 選 別 基 準 に 該 当 す る

と 認 め る と き は 、 当 該 公 文 書 フ ァ イ ル 等 を 保 有 す る 実 施 機 関 に 対 し 、 市 長 へ 移 管 す る 措 置 を と る こ と

を 求 め る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 実 施 機 関 は 、 当 該 公 文 書 フ ァ イ ル 等 を 市 長 に 移 管 す
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る こ と が 適 切 で あ る と 認 め る と き は 、 第 八 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 定 め を 変 更 し 、 当 該 公 文 書 フ ァ イ ル

等 を 市 長 に 移 管 す る も の と す る 。

（ 管 理 状 況 の 公 表 ）

第 十 二 条　 市 長 以 外 の 実 施 機 関 は 、 公 文 書 フ ァ イ ル 管 理 簿 の 作 成 状 況 そ の 他 の 公 文 書 の 管 理 の 状 況 に つ

い て 、 毎 年 度 、 市 長 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。

２　 市 長 は 、 毎 年 度 、 各 実 施 機 関 に お け る 公 文 書 フ ァ イ ル 管 理 簿 の 作 成 状 況 そ の 他 の 公 文 書 の 管 理 の 状

況 を 取 り ま と め 、 そ の 概 要 を 公 表 し な け れ ば な ら な い 。

（ 管 理 体 制 の 整 備 ）

第 十 三 条　 実 施 機 関 は 、 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 公 文 書 を 適 正 に 管 理 す る た め に 必 要 な 体 制 を 整 備 し

な け れ ば な ら な い 。

（ 適 用 除 外 ）

第 十 四 条　 こ の 章 の 規 定 は 、 歴 史 的 公 文 書 に は 適 用 し な い 。

第 三 章　 歴 史 的 公 文 書 等 の 保 存 、 利 用 等

（ 歴 史 的 公 文 書 等 の 保 存 ）

第 十 五 条　 市 長 は 、 歴 史 的 公 文 書 等 に つ い て 、 第 三 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 廃 棄 さ れ る に 至 る 場 合 を

除 き 、 永 久 に 保 存 し な け れ ば な ら な い 。

２　 市 長 は 、 歴 史 的 公 文 書 等 に つ い て 、 そ の 内 容 、 保 存 状 態 、 時 の 経 過 、 利 用 の 状 況 等 に 応 じ 、 適 切 な

保 存 及 び 利 用 を 確 保 す る た め に 必 要 な 場 所 に お い て 、 適 切 な 記 録 媒 体 に よ り 、 識 別 を 容 易 に す る た め

の 措 置 を 講 じ た 上 で 保 存 し な け れ ば な ら な い 。

（ 個 人 情 報 の 取 扱 い ）

第 十 六 条　 市 長 は 、 歴 史 的 公 文 書 等 に 個 人 情 報 （ 生 存 す る 個 人 に 関 す る 情 報 で あ っ て 、 当 該 情 報 に 含 ま

れ る 氏 名 、 生 年 月 日 そ の 他 の 記 述 等 に よ り 特 定 の 個 人 を 識 別 す る こ と が で き る も の （ 他 の 情 報 と 容 易

に 照 合 す る こ と が で き 、 そ れ に よ り 特 定 の 個 人 を 識 別 す る こ と が で き る こ と と な る も の を 含 む 。 ） を

い う 。 ） が 記 録 さ れ て い る 場 合 に は 、 当 該 個 人 情 報 の 漏 え い の 防 止 の た め に 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ

ば な ら な い 。

（ 目 録 の 作 成 ）

第 十 七 条　 市 長 は 、 歴 史 的 公 文 書 等 の 分 類 、 名 称 そ の 他 の 歴 史 的 公 文 書 等 の 適 切 な 保 存 を 行 い 、 及 び 適

切 な 利 用 に 資 す る た め に 必 要 な 事 項 を 記 載 し た 目 録 を 作 成 し 、 公 表 し な け れ ば な ら な い 。　

（ 歴 史 的 公 文 書 等 の 利 用 請 求 ）

第 十 八 条　 何 人 も 、 こ の 条 例 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 前 条 の 目 録 の 記 載 に 従 い 、 市 長 に 対 し 、 歴 史 的 公

文 書 等 の 利 用 の 請 求 （ 以 下 「 利 用 請 求 」 と い う 。 ） を す る こ と が で き る 。

２　 利 用 請 求 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 請 求 書 （ 以 下 「 利 用 請 求 書 」 と い う 。 ） を 市 長 に 提 出 し て

行 わ な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 利 用 請 求 に 係 る 歴 史 的 公 文 書 等 に 、 公 表 を 目 的 と し て 作 成 し 、 又 は

取 得 し た 情 報 そ の 他 明 ら か に 利 用 す る こ と が で き る 情 報 が 記 載 さ れ て い る 場 合 で あ っ て 、 市 長 が 利 用

請 求 書 の 提 出 を 要 し な い と 認 め た と き は 、 市 長 が 定 め る 簡 便 な 方 法 に よ る こ と が で き る 。

一　 利 用 請 求 を す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 又 は 事 務 所 若 し く は 事 業 所 の 所 在 地 並 び に 法 人 そ の 他

4



の 団 体 に あ っ て は 代 表 者 の 氏 名

二　 前 条 の 目 録 に 記 載 さ れ た 利 用 請 求 に 係 る 歴 史 的 公 文 書 等 の 名 称

３　 市 長 は 、 利 用 請 求 書 に 形 式 上 の 不 備 が あ る と 認 め る と き は 、 利 用 請 求 を し た 者 （ 以 下 「 利 用 請 求 者 」

と い う 。 ） に 対 し 、 相 当 の 期 間 を 定 め て 、 そ の 補 正 を 求 め る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 市 長 は 、

利 用 請 求 者 に 対 し 、 補 正 の 参 考 と な る 情 報 を 提 供 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

４　 市 長 は 、 利 用 請 求 が あ っ た と き は 、 次 に 掲 げ る 場 合 を 除 き 、 当 該 利 用 請 求 に 応 じ な け れ ば な ら な い 。

一　 当 該 利 用 請 求 に 係 る 歴 史 的 公 文 書 等 に 次 に 掲 げ る 情 報 が 記 録 さ れ て い る 場 合

イ　 情 報 公 開 条 例 第 七 条 第 一 号 に 掲 げ る 情 報

ロ　 情 報 公 開 条 例 第 七 条 第 二 号 に 掲 げ る 情 報

ハ　 情 報 公 開 条 例 第 七 条 第 三 号 に 掲 げ る 情 報

ニ　 情 報 公 開 条 例 第 七 条 第 四 号 に 掲 げ る 情 報

ホ　 情 報 公 開 条 例 第 七 条 第 六 号 イ 及 び ホ に 掲 げ る 情 報

二　 当 該 利 用 請 求 に 係 る 歴 史 的 公 文 書 等 が そ の 全 部 又 は 一 部 を 一 定 の 期 間 公 に し な い こ と を 条 件 に 法

人 等 又 は 個 人 か ら 寄 贈 さ れ た も の で あ っ て 、 当 該 期 間 が 経 過 し て い な い 場 合

三　 当 該 利 用 請 求 に 係 る 歴 史 的 公 文 書 等 の 原 本 を 利 用 に 供 す る こ と に よ り 当 該 原 本 を 破 損 し 、 若 し く

は 汚 損 す る お そ れ が あ る 場 合 又 は 市 長 が 修 復 作 業 そ の 他 の 業 務 の た め に 当 該 原 本 を 現 に 使 用 し て い

る 場 合

５　 市 長 は 、 利 用 請 求 に 係 る 歴 史 的 公 文 書 等 が 前 項 第 一 号 に 該 当 す る か 否 か に つ い て 判 断 す る に 当 た っ

て は 、 当 該 歴 史 的 公 文 書 等 が 作 成 さ れ 、 又 は 取 得 さ れ て か ら の 時 の 経 過 を 考 慮 す る と と も に 、 当 該 歴

史 的 公 文 書 等 に 第 十 一 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 記 録 が さ れ 、 又 は 同 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 意 見 が 付 さ れ

て い る 場 合 に は 、 当 該 記 録 又 は 意 見 を 参 酌 し な け れ ば な ら な い 。

６　 市 長 は 、 利 用 請 求 に 係 る 歴 史 的 公 文 書 等 の 一 部 に 第 四 項 第 一 号 イ か ら ホ ま で に 掲 げ る 情 報 又 は 同 項

第 二 号 の 条 件 に 係 る 情 報 が 記 録 さ れ て い る 場 合 に お い て 、 当 該 情 報 が 記 録 さ れ て い る 部 分 を 容 易 に 区

分 し て 除 く こ と が で き 、 か つ 、 区 分 し て 除 く こ と に よ り 当 該 利 用 請 求 の 趣 旨 が 損 な わ れ る こ と が な い

と 認 め ら れ る と き は 、 当 該 情 報 が 記 録 さ れ て い る 部 分 以 外 の 部 分 を 利 用 さ せ な け れ ば な ら な い 。

（ 歴 史 的 公 文 書 等 の 利 用 請 求 に 対 す る 決 定 ）

第 十 九 条　 市 長 は 、 利 用 請 求 に 係 る 歴 史 的 公 文 書 等 の 全 部 又 は 一 部 を 利 用 さ せ る と き は 、 そ の 旨 の 決 定

を し 、 利 用 請 求 者 に 対 し 、 そ の 旨 及 び 利 用 の 実 施 に 関 し 必 要 な 事 項 を 書 面 に よ り 通 知 し な け れ ば な ら

な い 。

２　 市 長 は 、 利 用 請 求 に 係 る 歴 史 的 公 文 書 等 の 全 部 を 利 用 さ せ な い と き は 、 利 用 さ せ な い 旨 の 決 定 を し 、

利 用 請 求 者 に 対 し 、 そ の 旨 を 書 面 に よ り 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

（ 利 用 決 定 等 の 期 限 ）

第 二 十 条　 前 条 の 決 定 （ 以 下 「 利 用 決 定 等 」 と い う 。 ） は 、 利 用 請 求 が あ っ た 日 か ら 十 四 日 以 内 に し な

け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 第 十 八 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 補 正 を 求 め た 場 合 に あ っ て は 、 当 該 補 正 に 要

し た 日 数 は 、 当 該 期 間 に 算 入 し な い 。

２　 市 長 は 、 事 務 処 理 上 の 困 難 そ の 他 正 当 な 理 由 が あ る と き は 、 前 項 に 規 定 す る 期 間 を 利 用 請 求 が あ っ
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た 日 か ら 六 十 日 を 限 度 と し て 延 長 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 市 長 は 、 利 用 請 求 者 に 対 し 、

遅 滞 な く 、 延 長 後 の 期 間 及 び 延 長 の 理 由 を 書 面 に よ り 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

（ 利 用 決 定 等 の 期 限 の 特 例 ）

第 二 十 一 条　 利 用 請 求 に 係 る 歴 史 的 公 文 書 等 が 著 し く 大 量 で あ る た め 、 利 用 請 求 が あ っ た 日 か ら 六 十 日

以 内 に そ の 全 て に つ い て 利 用 決 定 等 を す る こ と に よ り 事 務 の 遂 行 に 著 し い 支 障 を 生 ず る お そ れ が あ る

場 合 に は 、 前 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 市 長 は 、 利 用 請 求 に 係 る 歴 史 的 公 文 書 等 の う ち の 相 当 の 部 分 に

つ き 当 該 期 間 内 に 利 用 決 定 等 を し 、 残 り の 歴 史 的 公 文 書 等 に つ い て は 相 当 の 期 間 内 に 利 用 決 定 等 を す

れ ば 足 り る 。 こ の 場 合 に お い て 、 市 長 は 、 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 期 間 内 に 、 利 用 請 求 者 に 対 し 、 次 に

掲 げ る 事 項 を 書 面 に よ り 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

一　 本 条 を 適 用 す る 旨 及 び そ の 理 由

二　 残 り の 歴 史 的 公 文 書 等 に つ い て 利 用 決 定 等 を す る 期 限

（ 本 人 情 報 の 取 扱 い ）

第 二 十 二 条　 市 長 は 、 第 十 八 条 第 四 項 第 一 号 ロ の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 号 ロ に 掲 げ る 情 報 に よ り 識 別 さ

れ る 特 定 の 個 人 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 本 人 」 と い う 。 ） か ら 、 当 該 情 報 が 記 録 さ れ て い る 歴 史 的 公

文 書 等 に つ い て 利 用 請 求 が あ っ た 場 合 に お い て 、 市 長 が 定 め る と こ ろ に よ り 本 人 で あ る こ と を 示 す 書

類 の 提 示 又 は 提 出 が あ っ た と き は 、 本 人 の 生 命 、 健 康 、 生 活 又 は 財 産 を 害 す る お そ れ が あ る 情 報 が 記

録 さ れ て い る 場 合 を 除 き 、 当 該 歴 史 的 公 文 書 等 に つ き 同 号 ロ に 掲 げ る 情 報 が 記 録 さ れ て い る 部 分 に つ

い て も 、 利 用 さ せ な け れ ば な ら な い 。

（ 第 三 者 保 護 に 関 す る 手 続 ）

第 二 十 三 条　 利 用 請 求 に 係 る 歴 史 的 公 文 書 等 に 次 に 掲 げ る 者 以 外 の 者 （ 以 下 「 第 三 者 」 と い う 。 ） に 関

す る 情 報 が 記 録 さ れ て い る 場 合 に は 、 市 長 は 、 利 用 決 定 等 を す る に 当 た っ て 、 当 該 情 報 に 係 る 第 三 者

に 対 し 、 利 用 請 求 に 係 る 歴 史 的 公 文 書 等 の 名 称 そ の 他 市 長 が 定 め る 事 項 を 通 知 し て 、 意 見 書 を 提 出 す

る 機 会 を 与 え る こ と が で き る 。

一　 市

二　 国

三　 公 文 書 等 の 管 理 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二 十 一 年 法 律 第 六 十 六 号 ） 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 独 立 行 政

法 人 等

四　 他 の 地 方 公 共 団 体

五　 地 方 独 立 行 政 法 人 法 （ 平 成 十 五 年 法 律 第 百 十 八 号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 地 方 独 立 行 政 法 人

六　 利 用 請 求 者

２　 市 長 は 、 第 三 者 に 関 す る 情 報 が 記 録 さ れ て い る 歴 史 的 公 文 書 等 の 利 用 を さ せ よ う と す る 場 合 で あ っ

て 、 当 該 情 報 が 情 報 公 開 条 例 第 七 条 第 二 号 ロ 又 は 第 三 号 た だ し 書 に 規 定 す る 情 報 に 該 当 す る と 認 め る

と き は 、 利 用 さ せ る 旨 の 決 定 （ 以 下 「 利 用 決 定 」 と い う 。 ） に 先 立 ち 、 当 該 第 三 者 に 対 し 、 利 用 請 求

に 係 る 歴 史 的 公 文 書 等 の 名 称 そ の 他 市 長 が 定 め る 事 項 を 書 面 に よ り 通 知 し て 、 意 見 書 を 提 出 す る 機 会

を 与 え な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 当 該 第 三 者 の 所 在 が 判 明 し な い 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。

３　 市 長 は 、 歴 史 的 公 文 書 で あ っ て 第 十 八 条 第 四 項 第 一 号 ニ に 該 当 す る も の と し て 第 十 一 条 第 五 項 の 規
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定 に よ り 意 見 を 付 さ れ た も の に つ い て 利 用 決 定 を す る 場 合 に は 、 あ ら か じ め 、 当 該 歴 史 的 公 文 書 を 移

管 し た 実 施 機 関 に 対 し 、 利 用 請 求 に 係 る 歴 史 的 公 文 書 の 名 称 そ の 他 市 長 が 定 め る 事 項 を 書 面 に よ り 通

知 し て 、 意 見 書 を 提 出 す る 機 会 を 与 え な け れ ば な ら な い 。

４　 市 長 は 、 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ り 意 見 書 を 提 出 す る 機 会 を 与 え ら れ た 第 三 者 が 当 該 歴 史 的 公

文 書 等 を 利 用 さ せ る こ と に 反 対 の 意 思 を 表 示 し た 意 見 書 を 提 出 し た 場 合 に お い て 、 当 該 歴 史 的 公 文 書

等 に つ い て 利 用 決 定 を す る と き は 、 利 用 決 定 の 日 と 利 用 さ せ る 日 と の 間 に 少 な く と も 二 週 間 を 置 か な

け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 市 長 は 、 利 用 決 定 の 後 直 ち に 、 当 該 意 見 書 （ 以 下 「 反 対 意 見 書 」

と い う 。 ） を 提 出 し た 第 三 者 に 対 し 、 利 用 決 定 を し た 旨 及 び そ の 理 由 並 び に 利 用 さ せ る 日 を 書 面 に よ

り 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

（ 利 用 の 方 法 ）

第 二 十 四 条　 市 長 が 歴 史 的 公 文 書 等 を 利 用 さ せ る 場 合 に は 、 文 書 又 は 図 画 に つ い て は 閲 覧 又 は 写 し の 交

付 に よ り 、 電 磁 的 記 録 に つ い て は そ の 種 別 、 情 報 化 の 進 展 状 況 等 を 勘 案 し て 市 長 が 定 め る 方 法 に よ り

行 う 。 た だ し 、 閲 覧 の 方 法 に よ り 歴 史 的 公 文 書 等 を 利 用 さ せ る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 歴 史 的 公 文 書 等

の 保 存 に 支 障 を 生 ず る お そ れ が あ る と 認 め る と き そ の 他 正 当 な 理 由 が あ る と き に 限 り 、 そ の 写 し を 閲

覧 さ せ る 方 法 に よ り 、 こ れ を 利 用 さ せ る こ と が で き る 。

（ 費 用 の 負 担 ）

第 二 十 五 条　 前 条 の 規 定 に よ り 歴 史 的 公 文 書 等 の 写 し の 交 付 （ 電 磁 的 記 録 に あ っ て は 、 こ れ に 準 ず る 方

法 と し て 市 長 が 定 め る 方 法 を 含 む 。 ） を 受 け る 者 は 、 当 該 写 し の 作 成 及 び 送 付 に 要 す る 費 用 を 負 担 し

な け れ ば な ら な い 。

（ 行 政 不 服 審 査 法 の 適 用 除 外 ）

第 二 十 六 条　 利 用 決 定 等 又 は 利 用 請 求 に 係 る 不 作 為 に 係 る 審 査 請 求 に つ い て は 、 行 政 不 服 審 査 法 （ 平 成

二 十 六 年 法 律 第 六 十 八 号 ） 第 九 条 第 一 項 本 文 の 規 定 は 、 適 用 し な い 。

（ 審 議 会 へ の 諮 問 等 ）

第 二 十 七 条　 市 長 は 、 利 用 決 定 等 又 は 利 用 請 求 に 係 る 不 作 為 に つ い て 審 査 請 求 が あ っ た と き は 、 次 の 各

号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 を 除 き 、 遅 滞 な く 、 審 議 会 に 諮 問 し な け れ ば な ら な い 。

一　 審 査 請 求 が 不 適 法 で あ り 、 却 下 す る 場 合

二　 裁 決 で 、 審 査 請 求 の 全 部 を 認 容 し 、 当 該 審 査 請 求 に 係 る 歴 史 的 公 文 書 等 の 全 部 を 利 用 さ せ る こ と

と す る 場 合 （ 当 該 歴 史 的 公 文 書 等 の 利 用 に つ い て 反 対 意 見 書 が 提 出 さ れ て い る 場 合 を 除 く 。 ）

三　 審 査 請 求 が 、 審 議 会 に よ っ て 、 市 民 の 権 利 利 益 及 び 行 政 の 運 営 に 対 す る 影 響 の 程 度 そ の 他 当 該 事

件 の 性 質 を 勘 案 し て 、 諮 問 を 要 し な い も の と 認 め ら れ た も の で あ る 場 合

２　 市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 諮 問 に 対 す る 答 申 が あ っ た と き は 、 こ れ を 尊 重 し て 、 同 項 の 審 査 請 求 に

つ い て の 裁 決 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。

（ 諮 問 を し た 旨 の 通 知 ）

第 二 十 八 条　 市 長 は 、 前 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 諮 問 を し た と き は 、 次 に 掲 げ る 者 に 対 し 、 諮 問 を し た 旨

を 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

一　 審 査 請 求 人 及 び 参 加 人 （ 行 政 不 服 審 査 法 第 十 三 条 第 四 項 に 規 定 す る 参 加 人 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）
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二　 利 用 請 求 者 （ 利 用 請 求 者 が 審 査 請 求 人 又 は 参 加 人 で あ る 場 合 を 除 く 。 ）

三　 当 該 審 査 請 求 に 係 る 歴 史 的 公 文 書 等 の 利 用 に つ い て 反 対 意 見 書 を 提 出 し た 第 三 者 （ 当 該 第 三 者 が

審 査 請 求 人 又 は 参 加 人 で あ る 場 合 を 除 く 。 ）

（ 第 三 者 か ら の 審 査 請 求 を 棄 却 す る 場 合 等 に お け る 手 続 ）

第 二 十 九 条　 第 二 十 三 条 第 四 項 の 規 定 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 裁 決 を す る 場 合 に つ い て 準 用

す る 。

一　 利 用 決 定 に 対 す る 第 三 者 か ら の 審 査 請 求 を 却 下 し 、 又 は 棄 却 す る 裁 決

二　 審 査 請 求 に 係 る 利 用 決 定 等 （ 利 用 請 求 に 係 る 歴 史 的 公 文 書 等 の 全 部 を 利 用 さ せ る 旨 の 決 定 を 除

く 。 ） を 変 更 し 、 当 該 審 査 請 求 に 係 る 歴 史 的 公 文 書 等 を 利 用 さ せ る 旨 の 裁 決 （ 第 三 者 で あ る 参 加 人

が 当 該 歴 史 的 公 文 書 等 を 利 用 さ せ る こ と に 反 対 の 意 思 を 表 示 し て い る 場 合 に 限 る 。 ）

（ 利 用 の 促 進 ）

第 三 十 条　 市 長 は 、 歴 史 的 公 文 書 等 （ 第 十 八 条 の 規 定 に よ り 利 用 さ せ る こ と が で き る も の に 限 る 。 ） に

つ い て 、 展 示 そ の 他 の 方 法 に よ り 積 極 的 に 一 般 の 利 用 に 供 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

（ 移 管 元 実 施 機 関 に よ る 利 用 の 特 例 ）

第 三 十 一 条　 歴 史 的 公 文 書 を 移 管 し た 市 長 以 外 の 実 施 機 関 が 市 長 に 対 し て そ れ ぞ れ そ の 所 掌 事 務 又 は 業

務 を 遂 行 す る た め に 必 要 で あ る と し て 当 該 歴 史 的 公 文 書 に つ い て 利 用 請 求 を し た 場 合 に は 、 第 十 八 条

第 四 項 第 一 号 の 規 定 は 、 適 用 し な い 。

（ 歴 史 的 公 文 書 等 の 廃 棄 ）

第 三 十 二 条　 市 長 は 、 歴 史 的 公 文 書 等 と し て 保 存 さ れ て い る 文 書 が 歴 史 資 料 と し て 重 要 で な く な っ た と

認 め る 場 合 に は 、 当 該 文 書 を 廃 棄 す る こ と が で き る 。

２　 市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 文 書 を 廃 棄 す る と き は 、 あ ら か じ め 審 議 会 の 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な

い 。
（ 歴 史 的 公 文 書 等 の 保 存 及 び 利 用 状 況 の 公 表 ）

第 三 十 三 条　 市 長 は 、 歴 史 的 公 文 書 等 の 保 存 及 び 利 用 の 状 況 に つ い て 、 毎 年 度 、 そ の 概 要 を 公 表 し な け

れ ば な ら な い 。

第 四 章　 仙 台 市 公 文 書 館

（ 設 置 ）

第 三 十 四 条　 歴 史 的 公 文 書 等 を 適 切 に 保 存 し 、 及 び 市 民 の 利 用 に 供 す る た め 、 公 文 書 館 法 （ 昭 和 六 十 二

年 法 律 第 百 十 五 号 ） 第 五 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 公 文 書 館 を 設 置 す る 。

（ 名 称 及 び 位 置 ）

第 三 十 五 条　 公 文 書 館 の 名 称 及 び 位 置 は 、 次 の と お り と す る 。

名　 称 位　 置

仙 台 市 公 文 書 館 仙 台 市 青 葉 区 貝 ケ 森 五 丁 目 六 番 一 号

（ 事 業 ）

第 三 十 六 条　 公 文 書 館 は 、 次 に 掲 げ る 事 業 を 行 う 。
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一　 歴 史 的 公 文 書 等 を 保 存 し 、 一 般 の 利 用 に 供 す る こ と

二　 歴 史 的 公 文 書 等 の 保 存 及 び 利 用 に 関 す る 調 査 研 究 を 行 う こ と

三　 歴 史 的 公 文 書 等 の 普 及 活 動 に 関 す る こ と

四　 前 三 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 第 三 十 四 条 の 目 的 を 達 成 す る た め に 必 要 な 事 業 に 関 す る こ と

（ 賠 償 ）

第 三 十 七 条　 公 文 書 館 の 建 物 、 附 属 設 備 又 は 歴 史 的 公 文 書 等 を 損 傷 し 、 又 は 滅 失 し た 者 は 、 そ の 損 害 を

賠 償 し な け れ ば な ら な い 。

第 五 章　 雑 則

（ 研 修 ）

第 三 十 八 条　 実 施 機 関 は 、 当 該 実 施 機 関 の 職 員 に 対 し 、 公 文 書 等 の 管 理 を 適 正 か つ 効 果 的 に 行 う た め に

必 要 な 知 識 及 び 技 能 を 習 得 さ せ 、 及 び 向 上 さ せ る た め に 必 要 な 研 修 を 行 う も の と す る 。

（ 委 任 ）

第 三 十 九 条　 こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 定 め る 。

附　 則

（ 施 行 期 日 ）

１　 こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 規 定 は 、 当 該 各 号 に 定 め

る 日 か ら 施 行 す る 。

一　 第 七 条 、 第 三 章 、 第 四 章 並 び に 附 則 第 三 項 か ら 第 五 項 ま で 及 び 第 七 項 の 規 定　 令 和 五 年 七 月 三 日

二　 第 八 条 、 第 十 条 か ら 第 十 二 条 ま で 及 び 次 項 の 規 定　 令 和 六 年 四 月 一 日

（ 経 過 措 置 ）

２　 第 八 条 及 び 第 十 条 か ら 第 十 二 条 ま で の 規 定 は 、 こ れ ら の 規 定 の 施 行 の 日 以 後 に 実 施 機 関 の 職 員 が 職

務 上 作 成 し 、 又 は 取 得 し た 公 文 書 に つ い て 適 用 す る 。

３　 附 則 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 際 現 に 市 長 が 歴 史 資 料 と し て 重 要 で あ る と 認 め 特 別 に 保 存

し て い る 文 書 、 図 画 及 び 電 磁 的 記 録 に つ い て は 、 歴 史 的 公 文 書 等 と み な す 。

４　 市 長 は 、 附 則 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 （ 次 項 に お い て 「 第 二 号 施 行 日 」 と い う 。 ） 前

に 職 員 が 職 務 上 作 成 し 、 又 は 取 得 し た 公 文 書 で あ っ て 保 存 期 間 が 満 了 し た も の に つ い て 、 歴 史 資 料 と

し て 重 要 な も の と 認 め る も の に あ っ て は 歴 史 的 公 文 書 と し て 引 き 続 き 保 存 し 、 そ れ 以 外 の も の に あ っ

て は 廃 棄 し な け れ ば な ら な い 。

５　 市 長 以 外 の 実 施 機 関 は 、 第 二 号 施 行 日 前 に 職 員 が 職 務 上 作 成 し 、 又 は 取 得 し た 公 文 書 で あ っ て 保 存

期 間 が 満 了 し た も の に つ い て 、 歴 史 資 料 と し て 重 要 な も の と 認 め る も の に あ っ て は 市 長 に 移 管 し 、 そ

れ 以 外 の も の に あ っ て は 廃 棄 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 市 長 は 当 該 移 管 さ れ た 公 文 書

を 歴 史 的 公 文 書 と し て 保 存 し な け れ ば な ら な い 。

（ 情 報 公 開 条 例 の 一 部 改 正 ）

６　 情 報 公 開 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

目 次 中 「 第 三 十 七 条 」 を 「 第 三 十 六 条 」 に 改 め る 。

第 三 十 四 条 を 削 り 、 第 五 章 中 第 三 十 五 条 を 第 三 十 四 条 と し 、 第 三 十 六 条 を 第 三 十 五 条 と し 、 第 三 十
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七 条 を 第 三 十 六 条 と す る 。

７　 情 報 公 開 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 二 号 ロ 中 「 博 物 館 」 の 下 に 「 、 公 文 書 館 」 を 加 え る 。

理　 由

公 文 書 の 管 理 並 び に 歴 史 的 公 文 書 等 の 保 存 及 び 利 用 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る と と も に 、 仙 台 市 公

文 書 館 を 設 置 す る 等 の た め 、 新 た に 条 例 を 制 定 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で

あ る 。
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第 三 十 二 号 議 案

仙 台 市 公 文 書 等 管 理 ・ 情 報 公 開 審 議 会 条 例

仙 台 市 公 文 書 等 管 理 ・ 情 報 公 開 審 議 会 条 例

（ 設 置 等 ）

第 一 条　 次 の 各 号 に 掲 げ る 諮 問 に 応 じ 調 査 審 議 す る た め 、 仙 台 市 公 文 書 等 管 理 ・ 情 報 公 開 審 議 会 （ 以 下

「 審 議 会 」 と い う 。 ） を 置 く 。

一　 仙 台 市 情 報 公 開 条 例 （ 平 成 十 二 年 仙 台 市 条 例 第 八 十 号 。 以 下 「 情 報 公 開 条 例 」 と い う 。 ） 第 十 八

条 第 一 項 及 び 仙 台 市 公 文 書 等 の 管 理 に 関 す る 条 例 （ 令 和 五 年 仙 台 市 条 例 第　　 号 。 以 下 「 公 文 書 等

管 理 条 例 」 と い う 。 ） 第 二 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 諮 問

二　 公 文 書 等 管 理 条 例 第 七 条 第 二 項 、 第 十 一 条 第 三 項 及 び 第 七 項 並 び に 第 三 十 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ

る 諮 問

２　 審 議 会 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 調 査 審 議 を 行 う ほ か 、 情 報 公 開 に 関 す る 重 要 な 事 項 並 び に 公 文 書 及 び

歴 史 的 公 文 書 等 の 管 理 及 び 利 用 に 関 す る 重 要 な 事 項 に つ い て 審 議 し 、 市 長 に 意 見 を 述 べ る こ と が で き

る 。
（ 定 義 ）

第 二 条　 こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

一　 諮 問 実 施 機 関　 情 報 公 開 条 例 第 十 八 条 第 二 項 に 規 定 す る 諮 問 実 施 機 関 を い う 。

二　 開 示 決 定 等　 情 報 公 開 条 例 第 十 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 開 示 決 定 等 を い う 。

三　 公 文 書　 情 報 公 開 条 例 第 二 条 第 二 号 に 規 定 す る 公 文 書 を い う 。

四　 利 用 決 定 等　 公 文 書 等 管 理 条 例 第 二 十 条 第 一 項 に 規 定 す る 利 用 決 定 等 を い う 。

五　 歴 史 的 公 文 書 等　 公 文 書 等 管 理 条 例 第 二 条 第 三 項 に 規 定 す る 歴 史 的 公 文 書 等 を い う 。

六　 開 示 請 求　 情 報 公 開 条 例 第 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 開 示 請 求 を い う 。

七　 利 用 請 求　 公 文 書 等 管 理 条 例 第 十 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 利 用 請 求 を い う 。

八　 参 加 人　 行 政 不 服 審 査 法 （ 平 成 二 十 六 年 法 律 第 六 十 八 号 ） 第 十 三 条 第 四 項 に 規 定 す る 参 加 人 を い

う 。

（ 組 織 及 び 委 員 ）

第 三 条　 審 議 会 は 、 委 員 五 人 以 内 を も っ て 組 織 す る 。

２　 委 員 は 、 学 識 経 験 を 有 す る 者 そ の 他 市 長 が 適 当 と 認 め る 者 の う ち か ら 、 市 長 が 委 嘱 す る 。

３　 委 員 の 任 期 は 三 年 と す る 。 た だ し 、 補 欠 の 委 員 の 任 期 は 、 前 任 者 の 残 任 期 間 と す る 。

４　 委 員 は 、 再 任 さ れ る こ と が で き る 。

５　 委 員 は 、 職 務 上 知 り 得 た 秘 密 を 漏 ら し て は な ら な い 。 そ の 職 を 退 い た 後 も 同 様 と す る 。

（ 会 長 ）

第 四 条　 審 議 会 に 会 長 を 置 き 、 委 員 の 互 選 に よ り こ れ を 定 め る 。

２　 会 長 は 、 会 務 を 総 理 し 、 審 議 会 を 代 表 す る 。
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３　 会 長 に 事 故 が あ る と き 又 は 会 長 が 欠 け た と き は 、 会 長 が あ ら か じ め 指 名 す る 委 員 が 、 そ の 職 務 を 代

理 す る 。

（ 会 議 ）

第 五 条　 会 長 は 、 審 議 会 の 会 議 を 招 集 し 、 そ の 議 長 と な る 。

２　 審 議 会 の 会 議 は 、 委 員 の 過 半 数 が 出 席 し な け れ ば 開 く こ と が で き な い 。

３　 審 議 会 の 議 事 は 、 出 席 し た 委 員 の 過 半 数 を も っ て 決 し 、 可 否 同 数 の と き は 、 議 長 の 決 す る と こ ろ に

よ る 。

（ 審 査 請 求 に 関 す る 諮 問 に 係 る 調 査 権 限 ）

第 六 条　 審 議 会 は 、 第 一 条 第 一 号 に 掲 げ る 諮 問 が あ っ た 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 諮

問 実 施 機 関 又 は 市 長 に 対 し 、 開 示 決 定 等 に 係 る 公 文 書 又 は 利 用 決 定 等 に 係 る 歴 史 的 公 文 書 等 の 提 示 を

求 め る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 何 人 も 、 審 議 会 に 対 し 、 そ の 提 示 さ れ た 公 文 書 の 開 示 を 求

め る こ と が で き な い 。

２　 諮 問 実 施 機 関 又 は 市 長 は 、 審 議 会 か ら 前 項 の 規 定 に よ る 求 め が あ っ た と き は 、 こ れ を 拒 ん で は な ら

な い 。

３　 審 議 会 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 諮 問 実 施 機 関 又 は 市 長 に 対 し 、 開 示 決 定 等 に 係 る 公 文 書 又

は 利 用 決 定 等 に 係 る 歴 史 的 公 文 書 等 に 記 録 さ れ て い る 情 報 の 内 容 を 審 議 会 の 指 定 す る 方 法 に よ り 分 類

又 は 整 理 し た 資 料 を 作 成 し 、 審 議 会 に 提 出 す る よ う 求 め る こ と が で き る 。

４　 第 一 項 及 び 前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 審 議 会 は 、 審 査 請 求 に 係 る 事 件 に 関 し 、 審 査 請 求 人 、 参 加 人 、

諮 問 実 施 機 関 又 は 市 長 （ 以 下 「 審 査 請 求 人 等 」 と い う 。 ） に 意 見 書 又 は 資 料 の 提 出 を 求 め る こ と 、 適

当 と 認 め る 者 に そ の 知 っ て い る 事 実 を 陳 述 さ せ る こ と そ の 他 必 要 な 調 査 を す る こ と が で き る 。

（ 意 見 の 陳 述 等 ）

第 七 条　 審 議 会 は 、 審 査 請 求 人 等 か ら 申 出 が あ っ た と き は 、 当 該 審 査 請 求 人 等 に 口 頭 で 意 見 を 述 べ る 機

会 を 与 え な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 審 議 会 が そ の 必 要 が な い と 認 め る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

２　 審 議 会 は 、 審 査 請 求 人 等 か ら 申 出 が あ っ た と き は 、 当 該 審 査 請 求 人 等 に 意 見 書 又 は 資 料 の 提 出 を 認

め る こ と が で き る 。

３　 審 議 会 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 審 査 請 求 人 等 か ら 意 見 書 又 は 資 料 が 提 出 さ れ た 場 合 に は 、 審 査 請 求 人

等 （ 当 該 意 見 書 又 は 資 料 を 提 出 し た 者 を 除 く 。 ） に そ の 旨 を 通 知 す る よ う 努 め る も の と す る 。

（ 提 出 資 料 の 閲 覧 等 ）

第 八 条　 審 査 請 求 人 等 は 、 審 議 会 に 対 し 、 審 議 会 に 提 出 さ れ た 意 見 書 又 は 資 料 の 閲 覧 又 は 写 し の 交 付 （ 以

下 こ の 項 及 び 次 項 に お い て 「 閲 覧 等 」 と い う 。 ） を 求 め る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 審 議 会 は 、

第 三 者 の 利 益 を 害 す る お そ れ が あ る と 認 め る と き そ の 他 正 当 な 理 由 が あ る と き で な け れ ば 、 そ の 閲 覧

等 を 拒 む こ と が で き な い 。

２　 審 議 会 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 閲 覧 等 に つ い て 、 日 時 及 び 場 所 を 指 定 す る こ と が で き る 。

３　 第 一 項 の 規 定 に よ り 審 議 会 に 提 出 さ れ た 意 見 書 又 は 資 料 の 写 し の 交 付 を 受 け る 審 査 請 求 人 又 は 参 加

人 は 、 当 該 写 し の 作 成 及 び 送 付 に 要 す る 費 用 を 負 担 し な け れ ば な ら な い 。

（ 調 査 審 議 手 続 の 非 公 開 ）
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第 九 条　 第 一 条 第 一 号 に 掲 げ る 諮 問 に 応 じ て 審 議 会 が 行 う 調 査 審 議 の 手 続 は 、 公 開 し な い 。

（ 答 申 書 の 送 付 ）

第 十 条　 審 議 会 は 、 第 一 条 第 一 号 に 掲 げ る 諮 問 に 対 す る 答 申 を し た と き は 、 答 申 書 の 写 し を 審 査 請 求 人

及 び 参 加 人 に 送 付 す る も の と す る 。

（ 公 文 書 等 の 管 理 に 関 す る 諮 問 に 係 る 調 査 権 限 ）

第 十 一 条　 審 議 会 は 、 第 一 条 第 二 号 に 掲 げ る 諮 問 が あ っ た 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、

実 施 機 関 の 職 員 そ の 他 の 関 係 者 に 対 し 、 出 席 を 求 め て 意 見 若 し く は 説 明 を 聴 き 、 又 は 必 要 な 資 料 の 提

出 そ の 他 必 要 な 協 力 を 求 め る こ と が で き る 。

（ 委 任 ）

第 十 二 条　 こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 審 議 会 の 調 査 審 議 の 手 続 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 会 長 が 審 議 会

に 諮 っ て 定 め る 。

附　 則

（ 施 行 期 日 ）

１　 こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 七 月 三 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２　 こ の 条 例 の 施 行 後 最 初 に 委 嘱 さ れ る 審 議 会 の 委 員 の 任 期 は 、 第 三 条 第 三 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 令

和 八 年 六 月 三 十 日 に 満 了 す る 。

３　 こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 次 項 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 情 報 公 開 条 例 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 旧 条 例 」

と い う 。 ） 第 二 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 置 か れ た 仙 台 市 情 報 公 開 審 査 会 （ 以 下 こ の 項 及 び 附 則 第 五

項 に お い て 「 旧 審 査 会 」 と い う 。 ） の 委 員 で あ る 者 又 は こ の 条 例 の 施 行 前 に お い て 旧 審 査 会 の 委 員 で あ っ

た 者 に 係 る 旧 条 例 第 二 十 二 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 職 務 上 知 り 得 た 秘 密 を 漏 ら し て は な ら な い 義 務 に つ

い て は 、 こ の 条 例 の 施 行 後 も 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

（ 情 報 公 開 条 例 の 一 部 改 正 ）

４　 情 報 公 開 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

目 次 中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 を 削 り 、

  「 第 三 十 一 条 ― 第 三 十 三 条 」 を 「 第 二 十 一 条 ― 第 二 十 三 条 」 に 、 「 第 三 十 四 条 ― 第 三 十 六 条 」 を 「 第 二 

十 四 条 ― 第 二 十 六 条 」 に 改 め る 。

第 十 八 条 の 見 出 し 中 「 審 査 会 」 を 「 審 議 会 」 に 改 め 、 同 条 第 一 項 中 「 仙 台 市 情 報 公 開 審 査 会 」 を 「 仙

台 市 公 文 書 等 管 理 ・ 情 報 公 開 審 議 会 条 例 （ 令 和 五 年 仙 台 市 条 例 第　　 号 ） 第 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ り

置 か れ る 仙 台 市 公 文 書 等 管 理 ・ 情 報 公 開 審 議 会 」 に 改 め る 。

第 三 章 第 三 節 及 び 第 四 節 を 削 る 。

第 四 章 中 第 三 十 一 条 を 第 二 十 一 条 と し 、 第 三 十 二 条 を 第 二 十 二 条 と し 、 第 三 十 三 条 を 第 二 十 三 条 と

す る 。
第 五 章 中 第 三 十 四 条 を 第 二 十 四 条 と し 、 第 三 十 五 条 を 第 二 十 五 条 と し 、 第 三 十 六 条 を 第 二 十 六 条 と

「 第 三 節　 仙 台 市 情 報 公 開 審 査 会 （ 第 二 十 一 条 ― 第 二 十 四 条 ）

  第 四 節　 審 査 会 の 審 査 請 求 に 係 る 調 査 審 議 の 手 続 （ 第 二 十 五 条 ― 第 三 十 条 ） 」
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す る 。

（ 情 報 公 開 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

５　 こ の 条 例 の 施 行 前 に 旧 審 査 会 に さ れ た 諮 問 で こ の 条 例 の 施 行 の 際 当 該 諮 問 に 対 す る 答 申 が さ れ て い

な い も の は 審 議 会 に さ れ た 諮 問 と み な し 、 当 該 諮 問 に つ い て 旧 審 査 会 が し た 調 査 審 議 の 手 続 は 審 議 会

が し た 調 査 審 議 の 手 続 と み な す 。

理　 由

仙 台 市 公 文 書 等 管 理 ・ 情 報 公 開 審 議 会 を 設 置 す る と と も に 、 そ の 組 織 及 び 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定

め る た め 、 新 た に 条 例 を 制 定 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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第 三 十 三 号 議 案

仙 台 市 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 の 施 行 に 関 す る 条 例

仙 台 市 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 の 施 行 に 関 す る 条 例

（ 趣 旨 ）

第 一 条　 こ の 条 例 は 、 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 五 年 法 律 第 五 十 七 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ）

の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 定 義 ）

第 二 条　 こ の 条 例 で 使 用 す る 用 語 は 、 法 及 び 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 施 行 令 （ 平 成 十 五 年 政 令 第 五

百 七 号 。 以 下 「 令 」 と い う 。 ） に お い て 使 用 す る 用 語 の 例 に よ る 。

（ 小 規 模 個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 の 作 成 及 び 公 表 ）

第 三 条　 実 施 機 関 （ 市 長 、 教 育 委 員 会 、 選 挙 管 理 委 員 会 、 人 事 委 員 会 、 監 査 委 員 、 農 業 委 員 会 、 固 定 資

産 評 価 審 査 委 員 会 、 公 営 企 業 管 理 者 及 び 消 防 長 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） は 、 本 人 の 数 が 令 第 二 十 条 第 二

項 に 定 め る 数 未 満 の 個 人 情 報 フ ァ イ ル に つ い て 、 法 第 七 十 四 条 第 一 項 第 一 号 か ら 第 七 号 ま で 、 第 九 号

及 び 第 十 号 並 び に 令 第 二 十 一 条 第 六 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 帳 簿 （ 第 三 項 に お い て 「 小 規 模 個

人 情 報 フ ァ イ ル 簿 」 と い う 。 ） を 作 成 し 、 公 表 し な け れ ば な ら な い 。

２　 前 項 の 規 定 は 、 次 に 掲 げ る 個 人 情 報 フ ァ イ ル に つ い て は 、 適 用 し な い 。

一　 法 第 七 十 四 条 第 二 項 第 一 号 か ら 第 八 号 ま で 及 び 第 十 号 に 掲 げ る 個 人 情 報 フ ァ イ ル

二　 前 項 の 規 定 に よ る 公 表 に 係 る 個 人 情 報 フ ァ イ ル に 記 録 さ れ て い る 記 録 情 報 の 全 部 又 は 一 部 を 記 録

し た 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ っ て 、 そ の 利 用 目 的 、 記 録 項 目 及 び 記 録 範 囲 が 当 該 公 表 に 係 る こ れ ら の

事 項 の 範 囲 内 の も の

三　 前 号 に 掲 げ る 個 人 情 報 フ ァ イ ル に 準 ず る も の と し て 規 則 で 定 め る 個 人 情 報 フ ァ イ ル

３　 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 実 施 機 関 は 、 記 録 項 目 の 一 部 若 し く は 法 第 七 十 四 条 第 一 項 第 五 号 若 し

く は 第 七 号 に 掲 げ る 事 項 を 小 規 模 個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 に 記 載 し 、 又 は 個 人 情 報 フ ァ イ ル を 小 規 模 個 人

情 報 フ ァ イ ル 簿 に 掲 載 す る こ と に よ り 、 利 用 目 的 に 係 る 事 務 又 は 事 業 の 性 質 上 、 当 該 事 務 又 は 事 業 の

適 正 な 遂 行 に 著 し い 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が あ る と 認 め る と き は 、 そ の 記 録 項 目 の 一 部 若 し く は 事 項 を

記 載 せ ず 、 又 は そ の 個 人 情 報 フ ァ イ ル を 小 規 模 個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 に 掲 載 し な い こ と が で き る 。

（ 開 示 請 求 の 手 続 ）

第 四 条　 開 示 請 求 書 に は 、 法 第 七 十 七 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 の ほ か 、 市 長 が 定 め る 事 項 を 記 載 す る

も の と す る 。

（ 開 示 決 定 等 の 期 限 ）

第 五 条　 開 示 決 定 等 は 、 開 示 請 求 が あ っ た 日 か ら 十 四 日 以 内 に し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 法 第 七 十

七 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 補 正 を 求 め た 場 合 に あ っ て は 、 当 該 補 正 に 要 し た 日 数 は 、 当 該 期 間 に 算 入 し

な い 。

２　 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 実 施 機 関 は 、 事 務 処 理 上 の 困 難 そ の 他 正 当 な 理 由 が あ る と き は 、 同 項 に
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規 定 す る 期 間 を 三 十 日 以 内 に 限 り 延 長 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 実 施 機 関 は 、 開 示 請 求

者 に 対 し 、 遅 滞 な く 、 延 長 後 の 期 間 及 び 延 長 の 理 由 を 書 面 に よ り 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

（ 開 示 決 定 等 の 期 限 の 特 例 ）

第 六 条　 開 示 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 が 著 し く 大 量 で あ る た め 、 開 示 請 求 が あ っ た 日 か ら 四 十 四 日 以 内

に そ の 全 て に つ い て 開 示 決 定 等 を す る こ と に よ り 事 務 の 遂 行 に 著 し い 支 障 が 生 ず る お そ れ が あ る 場 合

に は 、 前 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 実 施 機 関 は 、 開 示 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 の う ち の 相 当 の 部 分 に つ

き 当 該 期 間 内 に 開 示 決 定 等 を し 、 残 り の 保 有 個 人 情 報 に つ い て は 相 当 の 期 間 内 に 開 示 決 定 等 を す れ ば

足 り る 。 こ の 場 合 に お い て 、 実 施 機 関 は 、 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 期 間 内 に 、 開 示 請 求 者 に 対 し 、 次 に

掲 げ る 事 項 を 書 面 に よ り 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

一　 こ の 条 の 規 定 を 適 用 す る 旨 及 び そ の 理 由

二　 残 り の 保 有 個 人 情 報 に つ い て 開 示 決 定 等 を す る 期 限

（ 開 示 請 求 に 係 る 手 数 料 ）

第 七 条　 法 第 八 十 九 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 納 付 し な け れ ば な ら な い 手 数 料 の 額 は 、 無 料 と す る 。

２　 法 第 八 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 文 書 又 は 図 画 の 写 し の 交 付 （ 電 磁 的 記 録 に あ っ て は 、 こ れ に 準 ず

る 方 法 と し て 規 則 で 定 め る 方 法 を 含 む 。 ） を 受 け る 者 は 、 当 該 写 し の 交 付 に 要 す る 費 用 を 負 担 し な け

れ ば な ら な い 。

（ 訂 正 請 求 の 手 続 ）

第 八 条　 訂 正 請 求 書 に は 、 法 第 九 十 一 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 の ほ か 、 市 長 が 定 め る 事 項 を 記 載 す る

も の と す る 。

（ 利 用 停 止 請 求 の 手 続 ）

第 九 条　 利 用 停 止 請 求 書 に は 、 法 第 九 十 九 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 の ほ か 、 市 長 が 定 め る 事 項 を 記 載

す る も の と す る 。

（ 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 利 用 に 係 る 手 数 料 ）

第 十 条　 法 第 百 十 九 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 納 付 し な け れ ば な ら な い 手 数 料 の 額 は 、 二 一 、 〇 〇 〇 円 に 次

に 掲 げ る 額 の 合 計 額 を 加 算 し た 額 と す る 。

一　 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 作 成 に 要 す る 時 間 一 時 間 ま で ご と に 三 、 九 五 〇 円

二　 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 作 成 の 委 託 を 受 け た 者 に 対 し て 支 払 う 額 （ 当 該 委 託 を す る 場 合 に 限

る 。 ）

２　 法 第 百 十 九 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 納 付 し な け れ ば な ら な い 手 数 料 の 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 行 政 機

関 等 匿 名 加 工 情 報 の 利 用 に 関 す る 契 約 を 締 結 す る 者 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。

一　 次 号 に 掲 げ る 者 以 外 の 者　 法 第 百 十 五 条 の 規 定 に よ り 当 該 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 利 用 に 関 す

る 契 約 を 締 結 す る 者 が 法 第 百 十 九 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 納 付 し な け れ ば な ら な い 手 数 料 の 額 と 同 一

の 額

二　 法 第 百 十 五 条 （ 法 第 百 十 八 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 当 該 行 政 機 関

等 匿 名 加 工 情 報 の 利 用 に 関 す る 契 約 を 締 結 し た 者　 一 二 、 六 〇 〇 円

（ 審 議 会 へ の 諮 問 ）
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第 十 一 条　 実 施 機 関 は 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お い て 、 個 人 情 報 の 適 正 な 取 扱 い を 確 保 す る た

め 専 門 的 な 知 見 に 基 づ く 意 見 を 聴 く こ と が 特 に 必 要 で あ る と 認 め る と き は 、 仙 台 市 個 人 情 報 保 護 審 議

会 に 諮 問 す る こ と が で き る 。

一　 こ の 条 例 の 規 定 を 改 正 し 、 又 は 廃 止 し よ う と す る 場 合

二　 法 第 六 十 六 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 講 ず る 措 置 の 基 準 を 定 め よ う と す る 場 合

三　 前 二 号 に 掲 げ る 場 合 の ほ か 、 実 施 機 関 に お け る 個 人 情 報 の 取 扱 い に 関 す る 運 用 上 の 細 則 を 定 め よ

う と す る 場 合

（ 設 置 ）

第 十 二 条　 次 に 掲 げ る 事 務 を 行 う た め 、 仙 台 市 個 人 情 報 保 護 審 議 会 （ 以 下 「 審 議 会 」 と い う 。 ） を 置 く 。

一　 法 第 百 五 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 同 条 第 一 項 及 び 仙 台 市 議 会 の 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 条 例 

  （ 令 和 五 年 仙 台 市 条 例 第　 号 ） 第 四 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 諮 問 に 応 じ 審 査 請 求 に つ い て 調 査 審

議 す る こ と

二　 前 条 及 び 仙 台 市 議 会 の 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 条 例 第 五 十 条 の 規 定 に よ る 諮 問 に 応 じ 調 査 審 議 す

る こ と

三　 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二 十 五 年 法 律 第

二 十 七 号 ） 第 二 十 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 評 価 書 に 関 す る 事 項 に つ い て 調 査 審 議 す る こ と

（ 組 織 及 び 委 員 ）

第 十 三 条　 審 議 会 は 、 委 員 五 人 以 内 を も っ て 組 織 す る 。

２　 委 員 は 、 学 識 経 験 を 有 す る 者 そ の 他 市 長 が 適 当 と 認 め る 者 の う ち か ら 、 市 長 が 委 嘱 す る 。

３　 委 員 の 任 期 は 、 三 年 と す る 。 た だ し 、 補 欠 の 委 員 の 任 期 は 、 前 任 者 の 残 任 期 間 と す る 。

４　 委 員 は 、 再 任 さ れ る こ と が で き る 。

５　 委 員 は 、 職 務 上 知 り 得 た 秘 密 を 漏 ら し て は な ら な い 。 そ の 職 を 退 い た 後 も 同 様 と す る 。

（ 会 長 ）

第 十 四 条　 審 議 会 に 会 長 を 置 き 、 委 員 の 互 選 に よ り こ れ を 定 め る 。

２　 会 長 は 、 会 務 を 総 理 し 、 審 議 会 を 代 表 す る 。

３　 会 長 に 事 故 が あ る と き 又 は 会 長 が 欠 け た と き は 、 会 長 が あ ら か じ め 指 名 す る 委 員 が 、 そ の 職 務 を 代

理 す る 。

（ 会 議 ）

第 十 五 条　 会 長 は 、 審 議 会 の 会 議 を 招 集 し 、 そ の 議 長 と な る 。

２　 審 議 会 の 会 議 は 、 委 員 の 過 半 数 が 出 席 し な け れ ば 開 く こ と が で き な い 。

３　 審 議 会 の 議 事 は 、 出 席 し た 委 員 の 過 半 数 を も っ て 決 し 、 可 否 同 数 の と き は 、 議 長 の 決 す る と こ ろ に

よ る 。

（ 審 議 会 の 調 査 権 限 ）

第 十 六 条　 審 議 会 は 、 第 十 二 条 第 一 号 に 掲 げ る 事 務 を 行 う 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、

諮 問 実 施 機 関 （ 法 第 百 五 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 同 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 諮 問 を し た 実 施 機 関 及 び

仙 台 市 議 会 の 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 条 例 第 四 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 諮 問 を し た 議 会 の 議 長 を い
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う 。 以 下 同 じ 。 ） に 対 し 、 開 示 決 定 等 、 訂 正 決 定 等 又 は 利 用 停 止 決 定 等 に 係 る 保 有 個 人 情 報 の 提 示 を

求 め る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 何 人 も 、 審 議 会 に 対 し 、 そ の 提 示 さ れ た 保 有 個 人 情 報 の 開

示 を 求 め る こ と が で き な い 。

２　 諮 問 実 施 機 関 は 、 審 議 会 か ら 前 項 の 規 定 に よ る 求 め が あ っ た と き は 、 こ れ を 拒 ん で は な ら な い 。

３　 審 議 会 は 、 第 一 項 前 段 に 規 定 す る 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 諮 問 実 施 機 関 に 対 し 、

開 示 決 定 等 、 訂 正 決 定 等 又 は 利 用 停 止 決 定 等 に 係 る 保 有 個 人 情 報 の 内 容 及 び 当 該 開 示 決 定 等 、 訂 正 決

定 等 又 は 利 用 停 止 決 定 等 を し た 理 由 を 審 議 会 の 指 定 す る 方 法 に よ り 分 類 又 は 整 理 し た 資 料 を 作 成 し 、

審 議 会 に 提 出 す る よ う 求 め る こ と が で き る 。

４　 第 一 項 及 び 前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 審 議 会 は 、 第 一 項 前 段 に 規 定 す る 場 合 に お い て 、 審 査 請 求 に

係 る 事 件 に 関 し 、 審 査 請 求 人 、 参 加 人 又 は 諮 問 実 施 機 関 （ 以 下 「 審 査 請 求 人 等 」 と い う 。 ） に 意 見 書

又 は 資 料 の 提 出 を 求 め る こ と 、 適 当 と 認 め る 者 に そ の 知 っ て い る 事 実 を 陳 述 さ せ 又 は 鑑 定 を 求 め る こ

と そ の 他 必 要 な 調 査 を す る こ と が で き る 。

５　 第 一 項 及 び 前 二 項 に 定 め る も の の ほ か 、 審 議 会 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 実 施 機 関 の 職 員 そ

の 他 の 関 係 者 に 対 し 、 出 席 を 求 め て 意 見 若 し く は 説 明 を 聴 き 、 又 は 必 要 な 資 料 の 提 出 そ の 他 必 要 な 協

力 を 求 め る こ と が で き る 。

（ 意 見 の 陳 述 等 ）

第 十 七 条　 審 議 会 は 、 審 査 請 求 人 等 か ら 申 出 が あ っ た と き は 、 当 該 審 査 請 求 人 等 に 口 頭 で 意 見 を 述 べ る

機 会 を 与 え な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 審 議 会 が そ の 必 要 が な い と 認 め る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

２　 審 議 会 は 、 審 査 請 求 人 等 か ら 申 出 が あ っ た と き は 、 当 該 審 査 請 求 人 等 に 意 見 書 又 は 資 料 の 提 出 を 認

め る こ と が で き る 。

３　 審 議 会 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 審 査 請 求 人 等 か ら 意 見 書 又 は 資 料 が 提 出 さ れ た 場 合 に は 、 審 査 請 求 人

等 （ 当 該 意 見 書 又 は 資 料 を 提 出 し た 者 を 除 く 。 ） に そ の 旨 を 通 知 す る よ う 努 め る も の と す る 。

（ 提 出 資 料 の 閲 覧 等 ）

第 十 八 条　 審 査 請 求 人 等 は 、 審 議 会 に 対 し 、 審 議 会 に 提 出 さ れ た 意 見 書 又 は 資 料 の 閲 覧 又 は 写 し の 交 付 

  （ 以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お い て 「 閲 覧 等 」 と い う 。 ） を 求 め る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 審

議 会 は 、 第 三 者 の 利 益 を 害 す る お そ れ が あ る と 認 め る と き そ の 他 正 当 な 理 由 が あ る と き で な け れ ば 、

そ の 閲 覧 等 を 拒 む こ と が で き な い 。

２　 審 議 会 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 閲 覧 等 に つ い て 、 日 時 及 び 場 所 を 指 定 す る こ と が で き る 。

３　 第 一 項 の 規 定 に よ り 審 議 会 に 提 出 さ れ た 意 見 書 又 は 資 料 の 写 し の 交 付 を 受 け る 審 査 請 求 人 又 は 参 加

人 は 、 当 該 写 し の 交 付 に 要 す る 費 用 を 負 担 し な け れ ば な ら な い 。

（ 審 査 請 求 に 係 る 調 査 審 議 手 続 の 非 公 開)

第 十 九 条　 第 十 二 条 第 一 号 に 掲 げ る 事 務 の 手 続 は 、 公 開 し な い 。

（ 答 申 書 の 送 付 ）

第 二 十 条　 審 議 会 は 、 第 十 二 条 第 一 号 の 規 定 に よ る 諮 問 に 対 す る 答 申 を し た と き は 、 答 申 書 の 写 し を 審

査 請 求 人 及 び 参 加 人 に 送 付 す る も の と す る 。

（ 委 任 ）
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第 二 十 一 条　 第 十 二 条 か ら 前 条 ま で に 定 め る も の の ほ か 、 審 議 会 の 調 査 審 議 の 手 続 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、

会 長 が 審 議 会 に 諮 っ て 定 め る 。

２　 前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 定 め る 。

附　 則

（ 施 行 期 日 ）

第 一 条　 こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 仙 台 市 個 人 情 報 保 護 条 例 の 廃 止 ）

第 二 条　 仙 台 市 個 人 情 報 保 護 条 例 （ 平 成 十 六 年 仙 台 市 条 例 第 四 十 九 号 。 以 下 「 旧 条 例 」 と い う 。 ） は 、

廃 止 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

第 三 条　 次 に 掲 げ る 者 に 係 る 旧 条 例 第 三 条 第 二 項 又 は 第 十 三 条 第 三 項 の 規 定 に よ る そ の 業 務 に 関 し て 知

り 得 た 旧 条 例 第 二 条 第 一 号 に 規 定 す る 個 人 情 報 （ 以 下 「 旧 個 人 情 報 」 と い う 。 ） の 内 容 を み だ り に 他

人 に 知 ら せ 、 又 は 不 当 な 目 的 に 利 用 し て は な ら な い 義 務 に つ い て は 、 こ の 条 例 の 施 行 後 も 、 な お 従 前

の 例 に よ る 。

一　 こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 旧 条 例 第 二 条 第 四 号 に 規 定 す る 実 施 機 関 （ 以 下 「 旧 実 施 機 関 」 と い う 。 ）

の 職 員 で あ る 者 （ 以 下 「 旧 実 施 機 関 の 職 員 で あ る 者 」 と い う 。 ） 又 は こ の 条 例 の 施 行 前 に お い て 旧

実 施 機 関 の 職 員 で あ っ た 者 （ 以 下 「 旧 実 施 機 関 の 職 員 で あ っ た 者 」 と い う 。 ） の う ち 、 こ の 条 例 の

施 行 前 に お い て 旧 個 人 情 報 の 取 扱 い に 従 事 し て い た 者

二　 こ の 条 例 の 施 行 前 に お い て 旧 実 施 機 関 か ら 旧 個 人 情 報 の 取 扱 い の 委 託 を 受 け た 業 務 に 従 事 し て い

た 者

２　 こ の 条 例 の 施 行 の 日 前 に 旧 条 例 第 十 六 条 第 一 項 、 第 二 十 九 条 第 一 項 又 は 第 三 十 六 条 第 一 項 の 規 定 に

よ る 請 求 が さ れ た 場 合 に お け る 旧 条 例 に 規 定 す る 旧 個 人 情 報 の 開 示 、 訂 正 及 び 利 用 停 止 に つ い て は 、

な お 従 前 の 例 に よ る 。

３　 こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 旧 条 例 第 四 十 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 仙 台 市 個 人 情 報 保 護 審 議 会 （ 以 下 「 旧

審 議 会 」 と い う 。 ） の 委 員 で あ る 者 は 、 そ の 際 第 十 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 審 議 会 の 委 員 に 委 嘱 さ れ

た も の と み な し 、 そ の 任 期 は 、 同 条 第 三 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 項 の 任 期 か ら そ の 者 が 旧 審 議 会 の

委 員 と し て 在 任 し た 期 間 を 控 除 し た 期 間 と す る 。

４　 こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 旧 審 議 会 の 委 員 で あ る 者 又 は こ の 条 例 の 施 行 前 に お い て 旧 審 議 会 の 委 員 で

あ っ た 者 に 係 る 旧 条 例 第 四 十 五 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 職 務 上 知 り 得 た 秘 密 を 漏 ら し て は な ら な い 義 務

に つ い て は 、 こ の 条 例 の 施 行 後 も 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

５　 こ の 条 例 の 施 行 前 に 旧 審 議 会 に さ れ た 諮 問 は 審 議 会 に さ れ た 諮 問 と み な し 、 当 該 諮 問 に つ い て 旧 審

議 会 が し た 調 査 審 議 の 手 続 は 審 議 会 が し た 調 査 審 議 の 手 続 と み な す 。

６　 次 に 掲 げ る 者 が 、 正 当 な 理 由 が な い の に 、 こ の 条 例 の 施 行 前 に お い て 旧 実 施 機 関 が 保 有 し て い た 個

人 の 秘 密 に 属 す る 事 項 が 記 録 さ れ た 公 文 書 （ 旧 条 例 第 二 条 第 六 号 に 規 定 す る 公 文 書 を い う 。 次 項 及 び

第 八 項 に お い て 同 じ 。 ） で あ っ て 、 個 人 の 氏 名 、 生 年 月 日 そ の 他 の 記 述 又 は 個 人 別 に 付 さ れ た 番 号 、

記 号 そ の 他 の 符 号 に よ り 当 該 個 人 を 容 易 に 検 索 し 得 る 状 態 で 体 系 的 に 旧 個 人 情 報 を 記 録 し た も の （ そ
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の 全 部 又 は 一 部 を 複 製 し 、 又 は 加 工 し た も の を 含 む 。 ） を こ の 条 例 の 施 行 後 に 提 供 し た と き は 、 二 年

以 下 の 懲 役 又 は 百 万 円 以 下 の 罰 金 に 処 す る 。

一　 旧 実 施 機 関 の 職 員 で あ る 者 又 は 旧 実 施 機 関 の 職 員 で あ っ た 者

二　 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る 者

７　 前 項 各 号 に 掲 げ る 者 が 、 正 当 な 理 由 が な い の に 、 こ の 条 例 の 施 行 前 に お い て 旧 実 施 機 関 が 保 有 し て

い た 個 人 の 秘 密 に 属 す る 事 項 が 記 録 さ れ た 公 文 書 で あ っ て 、 同 項 に 規 定 す る も の 以 外 の も の （ そ の 全

部 又 は 一 部 を 複 製 し 、 又 は 加 工 し た も の を 含 む 。 ） を こ の 条 例 の 施 行 後 に 提 供 し た と き は 、 一 年 以 下

の 懲 役 又 は 五 十 万 円 以 下 の 罰 金 に 処 す る 。

８　 第 六 項 各 号 に 掲 げ る 者 が 、 そ の 事 務 に 関 し て 知 り 得 た 旧 個 人 情 報 で あ っ て 、 こ の 条 例 の 施 行 前 に お

い て 旧 実 施 機 関 が 保 有 し て い た 公 文 書 に 記 録 さ れ た も の を こ の 条 例 の 施 行 後 に 自 己 若 し く は 第 三 者 の

不 正 な 利 益 を 図 る 目 的 で 提 供 し 、 又 は 盗 用 し た と き は 、 一 年 以 下 の 懲 役 又 は 五 十 万 円 以 下 の 罰 金 に 処

す る 。

９　 こ の 条 例 の 施 行 前 に し た 行 為 に 対 す る 旧 条 例 の 規 定 に よ る 罰 則 の 適 用 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に

よ る 。

（ 仙 台 市 政 務 活 動 費 の 交 付 及 び 使 途 の 公 開 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 四 条　 仙 台 市 政 務 活 動 費 の 交 付 及 び 使 途 の 公 開 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 三 年 仙 台 市 条 例 第 三 十 三 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 二 条 第 三 項 及 び 第 十 二 条 の 二 中 「 非 開 示 情 報 」 を 「 不 開 示 情 報 」 に 改 め る 。

（ 仙 台 市 情 報 公 開 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 五 条　 仙 台 市 情 報 公 開 条 例 （ 平 成 十 二 年 仙 台 市 条 例 第 八 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 七 条 、 第 八 条 第 一 項 、 第 九 条 及 び 第 十 条 中 「 非 開 示 情 報 」 を 「 不 開 示 情 報 」 に 改 め る 。

第 十 二 条 第 一 項 中 「 の 翌 日 か ら 起 算 し て 十 四 日 以 内 」 を 「 か ら 十 四 日 以 内 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 

  「 の 翌 日 か ら 起 算 し て 六 十 日 」 を 「 か ら 六 十 日 」 に 改 め る 。

第 十 三 条 中 「 の 翌 日 か ら 起 算 し て 六 十 日 以 内 」 を 「 か ら 六 十 日 以 内 」 に 改 め る 。

第 十 五 条 第 一 項 中 「 視 聴 、 閲 覧 、 写 し の 交 付 そ の 他 電 磁 的 記 録 の 種 別 」 を 「 そ の 種 別 」 に 改 め 、 同

条 第 二 項 中 「 又 は 視 聴 」 を 削 る 。

第 十 六 条 第 一 項 中 「 （ 仙 台 市 個 人 情 報 保 護 条 例 （ 平 成 十 六 年 仙 台 市 条 例 第 四 十 九 号 ） を 除 く 。 以 下

こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） 」 を 削 る 。

第 十 七 条 中 「 写 し の 交 付 そ の 他 」 を 「 、 」 に 改 め る 。

理　 由

個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 の 改 正 を 考 慮 し 、 同 法 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る た め 、 新 た に 条

例 を 制 定 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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第 三 十 四 号 議 案

仙 台 市 職 員 退 職 手 当 基 金 条 例

仙 台 市 職 員 退 職 手 当 基 金 条 例

（ 設 置 ）

第 一 条　 仙 台 市 職 員 退 職 手 当 条 例 （ 昭 和 二 十 八 年 仙 台 市 条 例 第 三 十 三 号 ） 、 仙 台 市 立 学 校 職 員 退 職 手 当

条 例 （ 昭 和 二 十 八 年 仙 台 市 条 例 第 三 十 四 号 ） 及 び 技 能 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 （ 昭 和

二 十 八 年 仙 台 市 条 例 第 六 号 ） の 規 定 に 基 づ く 退 職 手 当 （ 以 下 「 退 職 手 当 」 と い う 。 ） の 支 給 に 要 す る

経 費 の 財 源 を 確 保 す る た め 、 職 員 退 職 手 当 基 金 （ 以 下 「 基 金 」 と い う 。 ） を 設 置 す る 。

（ 積 立 て ）

第 二 条　 毎 年 度 基 金 と し て 積 み 立 て る 額 は 、 予 算 で 定 め る 額 の 範 囲 内 の 額 と す る 。

（ 管 理 ）

第 三 条　 基 金 に 属 す る 現 金 は 、 金 融 機 関 へ の 預 金 そ の 他 確 実 か つ 有 利 な 方 法 に よ り 保 管 し な け れ ば な ら

な い 。

２　 基 金 に 属 す る 現 金 は 、 必 要 に 応 じ 、 確 実 か つ 有 利 な 有 価 証 券 に 代 え る こ と が で き る 。

３　 市 長 は 、 財 政 上 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 確 実 な 繰 戻 し の 方 法 、 期 間 及 び 利 率 を 定 め て 、 基 金 に

属 す る 現 金 を 歳 計 現 金 に 繰 り 替 え 、 又 は 特 別 会 計 に 貸 し 付 け て 運 用 す る こ と が で き る 。

（ 運 用 益 金 の 処 理 ）

第 四 条　 基 金 の 運 用 か ら 生 ず る 収 益 は 、 仙 台 市 一 般 会 計 歳 入 歳 出 予 算 に 計 上 し 、 基 金 に 編 入 す る 。

（ 処 分 ）

第 五 条　 基 金 は 、 退 職 手 当 の 支 給 に 要 す る 経 費 に 充 て る 場 合 に 限 り 、 予 算 の 定 め る と こ ろ に よ り 処 分 す

る こ と が で き る 。

（ 委 任 ）

第 六 条　 こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 基 金 の 管 理 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 定 め る 。

附　 則

こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

理　 由

退 職 手 当 の 支 給 に 要 す る 経 費 の 財 源 を 確 保 す る こ と を 目 的 と し て 職 員 退 職 手 当 基 金 を 設 置 す る た め 、

新 た に 条 例 を 制 定 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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第 三 十 五 号 議 案

仙 台 市 事 務 分 掌 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

仙 台 市 事 務 分 掌 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

仙 台 市 事 務 分 掌 条 例 （ 昭 和 三 十 四 年 仙 台 市 条 例 第 二 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 第 七 号 中 「 子 供 未 来 局 」 を 「 こ ど も 若 者 局 」 に 改 め 、 同 号 ㈠ 中 「 子 供 の 」 を 「 こ ど も 及 び 若 者

に 係 る 」 に 改 め る 。

附　 則

こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

理　 由

子 供 未 来 局 の 分 掌 事 務 を こ ど も 及 び 若 者 に 係 る 保 健 福 祉 及 び 健 全 育 成 に 関 す る 事 項 と す る と と も に 、

子 供 未 来 局 の 名 称 を こ ど も 若 者 局 に 変 更 す る た め 、 現 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ

の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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第 三 十 六 号 議 案

仙 台 市 職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

仙 台 市 職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

仙 台 市 職 員 定 数 条 例 （ 昭 和 二 十 六 年 仙 台 市 条 例 第 三 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 中 「 一 四 、 八 六 一 人 」 を 「 一 四 、 九 七 九 人 」 に 改 め 、 同 条 第 一 号 中 「 四 、 九 六 三 人 」 を 「 五 、

〇 三 三 人 」 に 、 「 三 九 五 人 」 を 「 四 〇 三 人 」 に 改 め 、 同 条 第 五 号 中 「 八 六 八 人 」 を 「 八 七 二 人 」 に 改 め 、

同 条 第 九 号 中 「 六 、 二 八 三 人 」 を 「 六 、 三 二 五 人 」 に 、 「 五 、 八 六 〇 人 」 を 「 五 、 九 〇 〇 人 」 に 改 め 、

同 条 第 十 二 号 中 「 一 、 〇 九 七 人 」 を 「 一 、 〇 九 九 人 」 に 改 め る 。

附　 則

こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

理　 由

市 長 の 事 務 部 局 、 福 祉 事 務 所 、 市 立 病 院 、 教 育 委 員 会 の 事 務 部 局 等 及 び 学 校 の 職 員 並 び に 消 防 職 員 の

定 数 を 増 加 さ せ る た め 、 現 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で

あ る 。
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第 三 十 七 号 議 案

仙 台 市 特 別 会 計 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

仙 台 市 特 別 会 計 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

仙 台 市 特 別 会 計 条 例 （ 昭 和 三 十 九 年 仙 台 市 条 例 第 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 中 第 五 号 を 削 り 、 第 六 号 を 第 五 号 と し 、 第 七 号 か ら 第 十 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 上 げ る 。

附　 則

（ 施 行 期 日 ）

１　 こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２　 駐 車 場 事 業 特 別 会 計 の 令 和 四 年 度 の 収 入 及 び 支 出 並 び に 決 算 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

理　 由

駐 車 場 事 業 特 別 会 計 を 廃 止 す る た め 、 現 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を

提 出 す る 理 由 で あ る 。
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第 三 十 八 号 議 案

仙 台 市 児 童 福 祉 施 設 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

仙 台 市 児 童 福 祉 施 設 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

仙 台 市 児 童 福 祉 施 設 条 例 （ 昭 和 四 十 三 年 仙 台 市 条 例 第 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 四 条 の 二 第 二 項 中 「 厚 生 労 働 大 臣 」 を 「 内 閣 総 理 大 臣 」 に 改 め る 。

別 表 保 育 所 仙 台 市 折 立 保 育 所 の 項 を 削 る 。

附　 則

こ の 条 例 は 、 市 長 が 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 四 条 の 二 第 二 項 の 改 正 規 定 は 、 令 和 五 年 四 月

一 日 か ら 施 行 す る 。

理　 由

折 立 保 育 所 を 廃 止 す る と と も に 、 児 童 福 祉 法 の 改 正 に 伴 い 児 童 発 達 支 援 セ ン タ ー の 使 用 料 の 額 を 児 童

発 達 支 援 に 通 常 要 す る 費 用 に つ き 内 閣 総 理 大 臣 が 定 め る 基 準 に よ り 算 定 し た 費 用 の 額 と す る た め 、 現 行

条 例 の 一 部 を 改 正 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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第 三 十 九 号 議 案

仙 台 市 障 害 者 福 祉 セ ン タ ー 条 例 及 び 仙 台 市 知 的 障 害 者 援 護 施 設 条

例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

仙 台 市 障 害 者 福 祉 セ ン タ ー 条 例 及 び 仙 台 市 知 的 障 害 者 援 護 施 設 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

次 に 掲 げ る 条 例 の 規 定 中 「 厚 生 労 働 大 臣 」 を 「 主 務 大 臣 」 に 改 め る 。

一　 仙 台 市 障 害 者 福 祉 セ ン タ ー 条 例 （ 平 成 九 年 仙 台 市 条 例 第 二 十 六 号 ） 第 五 条 第 二 項 各 号

二　 仙 台 市 知 的 障 害 者 援 護 施 設 条 例 （ 昭 和 四 十 五 年 仙 台 市 条 例 第 三 号 ） 第 五 条 第 二 項 各 号

附　 則

こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

理　 由

障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 の 改 正 に 伴 い 、 障 害 者 福 祉 セ ン タ ー の

使 用 料 の 額 を 自 立 訓 練 に 通 常 要 す る 費 用 に つ き 主 務 大 臣 が 定 め る 基 準 に よ り 算 定 し た 費 用 の 額 と す る 等

の た め 、 現 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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第 四 十 号 議 案

仙 台 市 精 神 障 害 者 社 会 復 帰 施 設 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

仙 台 市 精 神 障 害 者 社 会 復 帰 施 設 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

仙 台 市 精 神 障 害 者 社 会 復 帰 施 設 条 例 （ 平 成 五 年 仙 台 市 条 例 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 第 一 号 中 「 第 五 条 に 」 を 「 第 五 条 第 一 項 に 」 に 改 め る 。

第 六 条 第 二 項 各 号 中 「 厚 生 労 働 大 臣 」 を 「 主 務 大 臣 」 に 改 め る 。

附　 則

こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

理　 由

障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 の 改 正 に 伴 い 精 神 障 害 者 社 会 復 帰 施 設

の 使 用 料 の 額 を 自 立 訓 練 に 通 常 要 す る 費 用 に つ き 主 務 大 臣 が 定 め る 基 準 に よ り 算 定 し た 費 用 の 額 と す る

等 の た め 、 現 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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第 四 十 一 号 議 案

仙 台 市 霊 園 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

仙 台 市 霊 園 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

仙 台 市 霊 園 条 例 （ 昭 和 三 十 一 年 仙 台 市 条 例 第 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 二 項 の 表 仙 台 市 い ず み 墓 園 の 項 中 「 個 別 集 合 墓 所 」 の 下 に 「 、 合 葬 式 墓 所 」 を 加 え る 。

第 五 条 第 二 項 中 「 祭 祀 」 を 「 祭 祀
し

」 に 改 め 、 同 項 た だ し 書 中 「 個 別 集 合 墓 所 」 の 下 に 「 又 は 合 葬 式 墓

所 」 を 加 え 、 同 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

３　 合 葬 式 墓 所 を 自 己 の た め に 使 用 し よ う と す る 者 は 、 六 十 五 歳 以 上 で な け れ ば な ら な い 。

第 六 条 第 一 項 中 「 個 別 集 合 墓 所 」 の 下 に 「 及 び 合 葬 式 墓 所 」 を 加 え る 。

第 八 条 第 二 項 中 「 一 部 」 を 「 全 部 又 は 一 部 」 に 改 め る 。

第 十 条 第 一 項 中 第 六 号 を 第 七 号 と し 、 第 三 号 か ら 第 五 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 二 号 の 次 に 次 の

一 号 を 加 え る 。

三　 合 葬 式 墓 所 の 使 用 者 （ 当 該 合 葬 式 墓 所 を 自 己 の た め に 使 用 し よ う と す る 者 を 除 く 。 ） が 、 第 三 条

の 許 可 を 受 け た 日 か ら 起 算 し て 一 年 を 経 過 し て も 焼 骨 の 埋 蔵 を 完 了 し な い と き

第 十 一 条 第 一 項 中 「 八 平 方 メ ー ト ル 以 内 」 を 「 十 七 平 方 メ ー ト ル 以 内 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 個 別

集 合 墓 所 」 の 下 に 「 及 び 合 葬 式 墓 所 」 を 加 え る 。

第 十 二 条 第 一 項 の 表 仙 台 市 い ず み 墓 園 の 項 中

「
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」

  を

「
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」

改 め 、 同 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

３　 合 葬 式 墓 所 の 合 同 埋 蔵 室 を 使 用 す る こ と を 目 的 と し て 本 市 が 設 置 す る 霊 園 内 の 一 般 墓 所 、 芝 生 墓 所

個 別 集 合 墓 所 一 区 画 に つ き 二 一 〇 、 〇 〇 〇 円

個 別 集 合 墓 所 一 区 画 に つ き 二 一 〇 、 〇 〇 〇 円

合 葬 式 墓 所

焼 骨 を 埋 蔵 し た 日 か ら

十 年 を 経 過 す る ま で の

間 、 当 該 焼 骨 を 個 別 埋

蔵 室 に 埋 蔵 し 、 当 該 期

間 が 経 過 し た 後 、 当 該

焼 骨 を 合 同 埋 蔵 室 に 埋

蔵 す る 場 合

一 体 に つ き

四 四 、 〇 〇 〇 円

個 別 埋 蔵 室 に 焼 骨 を 埋

蔵 す る こ と な く 合 同 埋

蔵 室 に 当 該 焼 骨 を 埋 蔵

す る 場 合

三 八 、 〇 〇 〇 円

記 名 板 を 設 置 す る 場 合 二 九 、 〇 〇 〇 円
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又 は 個 別 集 合 墓 所 （ 以 下 こ の 項 に お い て こ れ ら を 「 一 般 墓 所 等 」 と い う 。 ） を 返 還 し 既 に 一 般 墓 所 等

に 埋 蔵 さ れ て い る 複 数 の 焼 骨 を 当 該 合 同 埋 蔵 室 に 改 葬 し よ う と す る 場 合 に お い て 、 合 葬 式 墓 所 の 個 別

埋 蔵 室 に 当 該 複 数 の 焼 骨 を 埋 蔵 す る こ と な く 当 該 合 同 埋 蔵 室 に 当 該 複 数 の 焼 骨 を 埋 蔵 す る と き に 係 る

使 用 料 の 額 は 、 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 第 三 条 の 許 可 の 申 請 一 件 に つ き 三 八 、 〇 〇 〇 円 （ 使 用 者

が 本 市 の 区 域 外 に 住 所 を 有 す る 場 合 に あ っ て は 、 三 八 、 〇 〇 〇 円 に 百 分 の 百 五 十 を 乗 じ て 得 た 額 ） と

す る 。

第 十 四 条 第 一 項 の 表 中

「
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」

  を

「
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」

改 め 、 同 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

４　 合 葬 式 墓 所 の 合 同 埋 蔵 室 を 使 用 す る こ と を 目 的 と し て 本 市 が 設 置 す る 霊 園 内 の 個 別 集 合 墓 所 を 返 還

し 既 に 当 該 個 別 集 合 墓 所 に 埋 蔵 さ れ て い る 複 数 の 焼 骨 を 当 該 合 同 埋 蔵 室 に 改 葬 し よ う と す る 場 合 に お

い て 、 合 葬 式 墓 所 の 個 別 埋 蔵 室 に 当 該 複 数 の 焼 骨 を 埋 蔵 す る こ と な く 当 該 合 同 埋 蔵 室 に 当 該 複 数 の 焼

骨 を 埋 蔵 す る と き に 係 る 管 理 料 の 額 は 、 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 第 三 条 の 許 可 の 申 請 一 件 に つ き

九 、 四 〇 〇 円 と す る 。

附　 則

こ の 条 例 は 、 市 長 が 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 十 一 条 第 一 項 の 改 正 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら 施

行 す る 。

理　 由

い ず み 墓 園 に 設 置 す る 墓 所 の 形 式 に 合 葬 式 墓 所 を 加 え る と と も に 、 そ の 使 用 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め

る 等 の た め 、 現 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

個 別 集 合 墓 所 一 区 画 に つ き 九 〇 、 四 〇 〇 円

個 別 集 合 墓 所 一 区 画 に つ き 九 〇 、 四 〇 〇 円

合 葬 式 墓 所

焼 骨 を 埋 蔵 し た 日 か ら

十 年 を 経 過 す る ま で の

間 、 当 該 焼 骨 を 個 別 埋

蔵 室 に 埋 蔵 し 、 当 該 期

間 が 経 過 し た 後 、 当 該

焼 骨 を 合 同 埋 蔵 室 に 埋

蔵 す る 場 合

一 体 に つ き

四 五 、 四 〇 〇 円

個 別 埋 蔵 室 に 焼 骨 を 埋

蔵 す る こ と な く 合 同 埋

蔵 室 に 当 該 焼 骨 を 埋 蔵

す る 場 合

九 、 四 〇 〇 円
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第 四 十 二 号 議 案

仙 台 市 旅 館 業 法 の 施 行 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

仙 台 市 旅 館 業 法 の 施 行 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

仙 台 市 旅 館 業 法 の 施 行 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 二 年 仙 台 市 条 例 第 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 八 条 第 一 項 第 四 号 中 「 第 二 十 九 条 」 を 「 第 三 十 一 条 第 一 項 」 に 改 め る 。

附　 則

こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

理　 由

博 物 館 法 の 改 正 に 伴 い 、 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う た め 、 現 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 必 要 が あ る 。 こ れ

が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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第 四 十 三 号 議 案

仙 台 市 子 ど も ・ 子 育 て 会 議 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

仙 台 市 子 ど も ・ 子 育 て 会 議 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

仙 台 市 子 ど も ・ 子 育 て 会 議 条 例 （ 平 成 二 十 五 年 仙 台 市 条 例 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 中 「 第 七 十 七 条 第 一 項 」 を 「 第 七 十 二 条 第 一 項 」 に 改 め る 。

附　 則

こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

理　 由

子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 の 改 正 に 伴 い 、 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う た め 、 現 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 必 要

が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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第 四 十 四 号 議 案

仙 台 市 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 及 び 家 庭 的 保 育 事 業 等 の 設 備 及 び

運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

仙 台 市 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 及 び 家 庭 的 保 育 事 業 等 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例

の 一 部 を 改 正 す る 条 例

仙 台 市 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 及 び 家 庭 的 保 育 事 業 等 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 （ 平

成 二 十 六 年 仙 台 市 条 例 第 四 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 二 条 中 「 と き は 」 の 下 に 「 、 そ の 行 う 保 育 に 支 障 が な い 場 合 に 限 り 」 を 加 え 、 同 条 た だ し 書 を 削 る 。

附　 則

こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

理　 由

家 庭 的 保 育 事 業 等 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 の 改 正 に 伴 い 、 家 庭 的 保 育 事 業 等 を 行 う 事 業 所 は 保 育

に 支 障 が な い 場 合 に 限 り 保 育 室 及 び 各 事 業 所 に 特 有 の 設 備 並 び に 利 用 乳 幼 児 の 保 育 に 直 接 従 事 す る 職 員

の 一 部 を 併 せ て 設 置 す る 他 の 社 会 福 祉 施 設 等 の 設 備 及 び 職 員 に 兼 ね る こ と が で き る こ と と す る た め 、 現

行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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第 四 十 五 号 議 案

東 日 本 大 震 災 に よ り 被 害 を 受 け た 中 小 企 業 者 等 に 対 す る 求 償 権 の

放 棄 等 に 係 る 承 認 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

東 日 本 大 震 災 に よ り 被 害 を 受 け た 中 小 企 業 者 等 に 対 す る 求 償 権 の 放 棄 等 に 係 る 承 認 に 関 す る 条 例

の 一 部 を 改 正 す る 条 例

東 日 本 大 震 災 に よ り 被 害 を 受 け た 中 小 企 業 者 等 に 対 す る 求 償 権 の 放 棄 等 に 係 る 承 認 に 関 す る 条 例 （ 平

成 二 十 四 年 仙 台 市 条 例 第 四 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

題 名 を 次 の よ う に 改 め る 。

仙 台 市 損 失 補 償 契 約 に 係 る 回 収 納 付 金 を 受 け 取 る 権 利 の 放 棄 に 関 す る 条 例

第 一 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

（ 目 的 ）

第 一 条　 こ の 条 例 は 、 宮 城 県 信 用 保 証 協 会 （ 以 下 「 協 会 」 と い う 。 ） が 中 小 企 業 者 等 に 対 す る 求 償 権 を

行 使 し て 回 収 金 を 取 得 し た 場 合 に 市 に 納 入 す べ き 納 付 金 を 受 け 取 る 権 利 の 放 棄 に 関 す る 事 項 を 定 め 、

も っ て 中 小 企 業 者 等 の 振 興 及 び 地 域 経 済 の 活 性 化 に 資 す る こ と を 目 的 と す る 。

第 二 条 第 二 号 中 「 に 係 る 債 務 （ 協 会 が 本 市 と の 間 に お い て 締 結 し た 契 約 で あ っ て 協 会 が 当 該 債 務 を 履

行 し た 際 に 生 じ た 損 失 に 対 し て 本 市 が 補 償 を 行 う こ と を 定 め た も の に 係 る も の に 限 る 」 を 「 を し た 場 合

に お い て 、 そ の 保 証 に 係 る 債 務 （ 以 下 「 保 証 債 務 」 と い う 」 に 改 め 、 同 条 第 三 号 中 「 譲 渡 （ 当 該 」 を 「 不

等 価 譲 渡 （ 」 に 、 「 に 限 る 。 次 条 第 二 項 第 二 号 及 び 第 三 号 に お い て 同 じ 」 を 「 を い う 」 に 改 め 、 同 条 に

次 の 二 号 を 加 え る 。

四　 損 失 補 償 契 約　 市 と 協 会 と の 間 の 契 約 で あ っ て 、 協 会 が 保 証 債 務 を 履 行 し た 際 に 生 じ た 損 失 に 対

し て 市 が 補 償 を 行 う こ と を 定 め た も の を い う 。

五　 回 収 納 付 金　 協 会 が 、 損 失 補 償 契 約 の 対 象 と な る 保 証 債 務 に 係 る 求 償 権 を 行 使 す る こ と に よ っ て

回 収 金 を 取 得 し た 場 合 に お い て 、 当 該 回 収 金 の う ち 当 該 損 失 補 償 契 約 の 定 め に よ り 市 に 納 入 し な け

れ ば な ら な い も の を い う 。

第 三 条 の 見 出 し を 「 （ 回 収 納 付 金 を 受 け 取 る 権 利 の 放 棄 ） 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 の い ず れ か に 該 当

す る 場 合 で あ っ て 、 当 該 求 償 権 の 放 棄 等 を す る こ と に よ り 東 日 本 大 震 災 に よ り 被 害 を 受 け た 中 小 企 業 者

等 の 事 業 の 再 生 に 資 す る 」 を 「 に 掲 げ る 計 画 の い ず れ か に 基 づ く も の で あ っ て 、 中 小 企 業 者 等 の 振 興 及

び 地 域 経 済 の 活 性 化 に 資 す る も の で あ る 」 に 、 「 承 認 を す る 」 を 「 承 認 を し 、 当 該 求 償 権 に 係 る 回 収 納

付 金 を 受 け 取 る 権 利 を 放 棄 す る 」 に 改 め 、 同 項 各 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

一　 産 業 競 争 力 強 化 法 （ 平 成 二 十 五 年 法 律 第 九 十 八 号 ） 第 百 三 十 四 条 第 二 項 に 規 定 す る 認 定 支 援 機 関

が 行 う 支 援 を 受 け て 策 定 さ れ た 事 業 の 再 生 に 関 す る 計 画

二　 独 立 行 政 法 人 中 小 企 業 基 盤 整 備 機 構 が 産 業 競 争 力 強 化 法 第 百 四 十 条 第 一 号 の 規 定 に よ り 出 資 を

行 っ た 投 資 事 業 有 限 責 任 組 合 の 支 援 を 受 け て 策 定 さ れ た 事 業 の 再 生 に 関 す る 計 画

三　 独 立 行 政 法 人 中 小 企 業 基 盤 整 備 機 構 が 行 う 産 業 競 争 力 強 化 法 第 百 四 十 条 第 二 号 に 掲 げ る 業 務 に よ
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り 行 わ れ る 支 援 を 受 け て 策 定 さ れ た 事 業 の 再 生 に 関 す る 計 画

四　 金 融 機 能 の 再 生 の た め の 緊 急 措 置 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 年 法 律 第 百 三 十 二 号 ） 第 五 十 三 条 第 一 項

第 二 号 に 規 定 す る 特 定 協 定 銀 行 で あ る 株 式 会 社 整 理 回 収 機 構 の 支 援 を 受 け て 策 定 さ れ た 事 業 の 再 生

に 関 す る 計 画

五　 株 式 会 社 地 域 経 済 活 性 化 支 援 機 構 が 株 式 会 社 地 域 経 済 活 性 化 支 援 機 構 法 （ 平 成 二 十 一 年 法 律 第 六

十 三 号 ） 第 二 十 五 条 第 四 項 に 規 定 す る 再 生 支 援 決 定 を 行 っ た 中 小 企 業 者 等 に 係 る 事 業 再 生 計 画 又 は

同 法 第 三 十 二 条 の 二 第 三 項 に 規 定 す る 特 定 支 援 決 定 を 行 っ た 中 小 企 業 者 等 に 係 る 弁 済 計 画

六　 産 業 競 争 力 強 化 法 第 二 条 第 二 十 項 に 規 定 す る 特 定 認 証 紛 争 解 決 事 業 者 が 行 う 同 条 第 二 十 一 項 に 規

定 す る 特 定 認 証 紛 争 解 決 手 続 に 基 づ き 策 定 さ れ た 事 業 の 再 生 に 関 す る 計 画

七　 株 式 会 社 東 日 本 大 震 災 事 業 者 再 生 支 援 機 構 が 株 式 会 社 東 日 本 大 震 災 事 業 者 再 生 支 援 機 構 法 （ 平 成

二 十 三 年 法 律 第 百 十 三 号 ） 第 十 九 条 第 四 項 に 規 定 す る 支 援 決 定 を 行 っ た 中 小 企 業 者 等 に 係 る 事 業 の

再 生 に 関 す る 計 画

八　 特 定 債 務 等 の 調 整 の 促 進 の た め の 特 定 調 停 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 一 年 法 律 第 百 五 十 八 号 ） 第 二 条

第 三 項 に 規 定 す る 特 定 調 停 （ 同 法 第 十 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 調 停 条 項 を 定 め た も の を 除 く 。 ） 又 は

同 法 第 二 十 条 に お い て 準 用 す る 民 事 調 停 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 二 百 二 十 二 号 ） 第 十 七 条 に 規 定 す

る 決 定 に 基 づ き 策 定 さ れ た 事 業 の 再 生 に 関 す る 計 画

九　 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 中 小 企 業 者 等 の 振 興 及 び 地 域 経 済 の 活 性 化 に 資 す る 計 画 と し て 規 則

で 定 め る も の

第 四 条 を 第 五 条 と し 、 第 三 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 報 告 ）

第 四 条　 市 長 は 、 前 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 回 収 納 付 金 を 受 け 取 る 権 利 を 放 棄 し た と き は 、 こ れ を 議 会 に

報 告 し な け れ ば な ら な い 。

附　 則

こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

理　 由

求 償 権 の 放 棄 等 が 一 定 の 計 画 に 基 づ く も の で あ っ て 中 小 企 業 者 等 の 振 興 及 び 地 域 経 済 の 活 性 化 に 資 す

る も の で あ る と き は 当 該 求 償 権 に 係 る 回 収 納 付 金 を 受 け 取 る 権 利 を 放 棄 す る こ と が で き る こ と と す る と

と も に 、 条 例 の 題 名 を 仙 台 市 損 失 補 償 契 約 に 係 る 回 収 納 付 金 を 受 け 取 る 権 利 の 放 棄 に 関 す る 条 例 に 改 め

る 等 の た め 、 現 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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第 四 十 六 号 議 案

仙 台 市 ス ポ ー ツ 施 設 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

仙 台 市 ス ポ ー ツ 施 設 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

仙 台 市 ス ポ ー ツ 施 設 条 例 （ 昭 和 五 十 九 年 仙 台 市 条 例 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 の 一 �四 十 一 の 表 中

「
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」

  を

「
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」

  に

改 め る 。
附　 則

（ 施 行 期 日 ）

１　 こ の 条 例 は 、 市 長 が 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 項 の 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２　 改 正 後 の 別 表 第 一 の 一 �四 十 一 の 表 に 掲 げ る 施 設 の 利 用 の た め 必 要 な 手 続 そ の 他 の 行 為 は 、 こ の 条 例 の 施

行 の 日 前 に お い て も 行 う こ と が で き る 。

理　 由

出 花 体 育 館 の 多 目 的 室 を 専 用 使 用 す る 場 合 の 使 用 料 を 定 め る た め 、 現 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 必 要 が

あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

会 議 室 ⑴ 六 一 〇 円 八 一 〇 円 八 一 〇 円

多 目 的 室 六 三 〇 円 八 四 〇 円 一 、 二 六 〇 円

会 議 室 ⑴ 六 一 〇 円 八 一 〇 円 八 一 〇 円
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第 四 十 七 号 議 案

仙 台 市 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

仙 台 市 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

仙 台 市 手 数 料 条 例 （ 昭 和 三 十 七 年 仙 台 市 条 例 第 二 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 の 五 を 次 の よ う に 改 め る 。

（ 都 市 の 低 炭 素 化 の 促 進 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 事 務 に 係 る 手 数 料 ）

第 二 条 の 五　 市 長 は 、 都 市 の 低 炭 素 化 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二 十 四 年 法 律 第 八 十 四 号 。 以 下 こ の 条

に お い て 「 法 」 と い う 。 ） 第 五 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 認 定 の 申 請 （ 以 下 こ の 項 か ら 第 三 項 ま で に

お い て 「 認 定 申 請 」 と い う 。 ） を し よ う と す る 者 か ら 、 低 炭 素 建 築 物 新 築 等 計 画 認 定 申 請 手 数 料 と し て 、

一 件 に つ き 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 当 該 認 定 申 請 に 係 る 建 築 物 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 を 徴 収

す る 。

一 　 一 戸 建 て の 住 宅 　 三 万 五 千 円

二 　 共 同 住 宅 等 （ 共 同 住 宅 、 長 屋 そ の 他 の 一 戸 建 て の 住 宅 以 外 の 住 宅 を い う 。 以 下 こ の 条 、 第 二 条 の

七 及 び 第 二 条 の 八 に お い て 同 じ 。 ） 　 表 一 の 上 欄 に 掲 げ る 当 該 認 定 申 請 に 係 る 共 同 住 宅 等 の 全 体 の 住

戸 数 の 区 分 に 応 じ 同 表 の 下 欄 に 定 め る 額 （ 以 下 こ の 号 に お い て 「 共 同 住 宅 等 に 係 る 表 一 の 額 」 と い

う 。 ） に 、 表 二 の 上 欄 に 掲 げ る 当 該 認 定 申 請 に 係 る 共 同 住 宅 等 の 全 体 の 共 用 部 分 （ 建 築 物 エ ネ ル ギ ー

消 費 性 能 基 準 等 を 定 め る 省 令 （ 平 成 二 十 八 年 経 済 産 業 省 ・ 国 土 交 通 省 令 第 一 号 ） 第 四 条 第 三 項 第 一

号 に 規 定 す る 共 用 部 分 を い う 。 以 下 こ の 条 、 第 二 条 の 七 及 び 第 二 条 の 八 に お い て 同 じ 。 ） の 床 面 積

の 合 計 の 区 分 に 応 じ 同 表 の 下 欄 に 定 め る 額 を 加 え て 得 た 額 （ 当 該 共 同 住 宅 等 が 共 用 部 分 を 有 し な い

場 合 又 は 当 該 共 同 住 宅 等 の 共 用 部 分 に つ い て 設 計 一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 等 （ 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費

性 能 基 準 等 を 定 め る 省 令 第 一 条 第 一 項 第 一 号 イ に 規 定 す る 設 計 一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 及 び 同 号 イ に

規 定 す る 基 準 一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 を い う 。 以 下 こ の 条 、 第 二 条 の 七 及 び 第 二 条 の 八 に お い て 同

じ 。 ） を 算 出 し な い 場 合 に あ っ て は 、 共 同 住 宅 等 に 係 る 表 一 の 額 ）

三 　 複 合 建 築 物 （ 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 基 準 等 を 定 め る 省 令 第 一 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 複 合

建 築 物 を い う 。 以 下 こ の 条 、 第 二 条 の 七 及 び 第 二 条 の 八 に お い て 同 じ 。 ） の 全 体 　 表 一 の 上 欄 に 掲

げ る 当 該 認 定 申 請 に 係 る 複 合 建 築 物 の 全 体 の 住 戸 数 の 区 分 に 応 じ 同 表 の 下 欄 に 定 め る 額 （ 以 下 こ の

号 に お い て 「 複 合 建 築 物 に 係 る 表 一 の 額 」 と い う 。 ） に 、 表 二 の 上 欄 に 掲 げ る 当 該 認 定 申 請 に 係 る

複 合 建 築 物 の 共 用 部 分 の 床 面 積 の 合 計 の 区 分 に 応 じ 同 表 の 下 欄 に 定 め る 額 及 び 表 三 の 上 欄 に 掲 げ る

当 該 認 定 申 請 に 係 る 複 合 建 築 物 の 非 住 宅 部 分 （ 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 （ 平

成 二 十 七 年 法 律 第 五 十 三 号 ） 第 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 非 住 宅 部 分 を い う 。 以 下 こ の 条 か ら 第 二 条

の 八 ま で に お い て 同 じ 。 ） の 床 面 積 の 合 計 の 区 分 に 応 じ 同 表 の 下 欄 に 定 め る 額 （ 以 下 こ の 号 に お い

て 「 複 合 建 築 物 に 係 る 表 三 の 額 」 と い う 。 ） を 加 え て 得 た 額 （ 当 該 複 合 建 築 物 が 共 用 部 分 を 有 し な

い 場 合 又 は 当 該 複 合 建 築 物 の 共 用 部 分 に つ い て 設 計 一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 等 を 算 出 し な い 場 合 （ 当

該 複 合 建 築 物 が 兼 用 住 宅 （ 一 戸 の 住 宅 の 用 途 に 供 す る 建 築 物 で 、 非 住 宅 部 分 を 有 す る も の を い う 。

47



以 下 こ の 条 、 第 二 条 の 七 及 び 第 二 条 の 八 に お い て 同 じ 。 ） で あ る 場 合 を 除 く 。 ） に あ っ て は 複 合 建 築

物 に 係 る 表 一 の 額 に 複 合 建 築 物 に 係 る 表 三 の 額 を 加 え て 得 た 額 、 当 該 複 合 建 築 物 が 兼 用 住 宅 で あ る

場 合 に あ っ て は 第 一 号 に 定 め る 額 に 複 合 建 築 物 に 係 る 表 三 の 額 を 加 え て 得 た 額 ）

四 　 複 合 建 築 物 の 住 宅 部 分 （ 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 第 十 一 条 第 一 項 に 規 定

す る 住 宅 部 分 を い う 。 以 下 こ の 条 、 第 二 条 の 七 及 び 第 二 条 の 八 に お い て 同 じ 。 ） 　 表 一 の 上 欄 に 掲 げ

る 当 該 認 定 申 請 に 係 る 複 合 建 築 物 の 全 体 の 住 戸 数 の 区 分 に 応 じ 同 表 の 下 欄 に 定 め る 額 （ 以 下 こ の 号

に お い て 「 複 合 建 築 物 に 係 る 表 一 の 額 」 と い う 。 ） に 、 表 二 の 上 欄 に 掲 げ る 当 該 認 定 申 請 に 係 る 複

合 建 築 物 の 共 用 部 分 の 床 面 積 の 合 計 の 区 分 に 応 じ 同 表 の 下 欄 に 定 め る 額 を 加 え て 得 た 額 （ 当 該 複 合

建 築 物 が 共 用 部 分 を 有 し な い 場 合 又 は 当 該 複 合 建 築 物 の 共 用 部 分 に つ い て 設 計 一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費

量 等 を 算 出 し な い 場 合 （ 当 該 複 合 建 築 物 が 兼 用 住 宅 で あ る 場 合 を 除 く 。 ） に あ っ て は 複 合 建 築 物 に

係 る 表 一 の 額 、 当 該 複 合 建 築 物 が 兼 用 住 宅 で あ る 場 合 に あ っ て は 第 一 号 に 定 め る 額 ）

五 　 非 住 宅 建 築 物 （ 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 基 準 等 を 定 め る 省 令 第 一 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 非

住 宅 建 築 物 を い う 。 以 下 こ の 条 、 第 二 条 の 七 及 び 第 二 条 の 八 に お い て 同 じ 。 ） 又 は 複 合 建 築 物 の 非

住 宅 部 分 　 表 三 の 上 欄 に 掲 げ る 当 該 認 定 申 請 に 係 る 非 住 宅 建 築 物 又 は 複 合 建 築 物 の 非 住 宅 部 分 の 床

面 積 の 合 計 の 区 分 に 応 じ 、 同 表 の 下 欄 に 定 め る 額

表 一

住 戸 数 金 額

五 戸 以 内 の も の 七 万 円

五 戸 を 超 え 、 十 戸 以 内 の も の 九 万 七 千 円

十 戸 を 超 え 、 二 十 五 戸 以 内 の も の 十 三 万 七 千 円

二 十 五 戸 を 超 え 、 五 十 戸 以 内 の も の 十 九 万 六 千 円

五 十 戸 を 超 え 、 百 戸 以 内 の も の 二 十 八 万 円

百 戸 を 超 え 、 二 百 戸 以 内 の も の 三 十 八 万 円

二 百 戸 を 超 え 、 三 百 戸 以 内 の も の 四 十 九 万 八 千 円

三 百 戸 を 超 え る も の 五 十 八 万 五 千 円

表 二

共 用 部 分 の 床 面 積 の 合 計 金 額

三 百 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の 十 一 万 円

三 百 平 方 メ ー ト ル を 超 え 、 二 千 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の 十 八 万 円

二 千 平 方 メ ー ト ル を 超 え 、 五 千 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の 二 十 八 万 円

五 千 平 方 メ ー ト ル を 超 え 、 一 万 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の 三 十 六 万 円

一 万 平 方 メ ー ト ル を 超 え 、 二 万 五 千 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の 四 十 三 万 円

二 万 五 千 平 方 メ ー ト ル を 超 え る も の 五 十 万 円
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表 三

非 住 宅 部 分 の 床 面 積 の 合 計 金 額

三 百 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の 二 十 四 万 二 千 円

三 百 平 方 メ ー ト ル を 超 え 、 千 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の 三 十 万 千 円

千 平 方 メ ー ト ル を 超 え 、 二 千 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の 三 十 八 万 四 千 円

二 千 平 方 メ ー ト ル を 超 え 、 五 千 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の 五 十 四 万 六 千 円

五 千 平 方 メ ー ト ル を 超 え 、 一 万 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の 六 十 七 万 円

一 万 平 方 メ ー ト ル を 超 え 、 二 万 五 千 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の 七 十 九 万 円

二 万 五 千 平 方 メ ー ト ル を 超 え る も の 九 十 万 円

２　 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 認 定 申 請 に 係 る 低 炭 素 建 築 物 新 築 等 計 画 （ 法 第 五 十 三 条 第 一 項 に 規 定 す

る 低 炭 素 建 築 物 新 築 等 計 画 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） が 、 法 第 五 十 四 条 第 一 項 第 一 号 の 経

済 産 業 大 臣 、 国 土 交 通 大 臣 及 び 環 境 大 臣 が 定 め る 基 準 の う ち 市 長 が 定 め る 基 準 に 係 る も の で あ る 場 合

に お け る 低 炭 素 建 築 物 新 築 等 計 画 認 定 申 請 手 数 料 の 額 は 、 一 件 に つ き 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 当 該 認 定 申

請 に 係 る 建 築 物 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。

一 　 一 戸 建 て の 住 宅 　 一 万 八 千 円

二 　 共 同 住 宅 等 　 表 一 の 上 欄 に 掲 げ る 当 該 認 定 申 請 に 係 る 共 同 住 宅 等 の 全 体 の 住 戸 数 の 区 分 に 応 じ 同

表 の 下 欄 に 定 め る 額

三 　 複 合 建 築 物 の 全 体 　 表 一 の 上 欄 に 掲 げ る 当 該 認 定 申 請 に 係 る 複 合 建 築 物 の 全 体 の 住 戸 数 の 区 分 に

応 じ 同 表 の 下 欄 に 定 め る 額 （ 当 該 複 合 建 築 物 の 住 宅 部 分 が 法 第 五 十 四 条 第 一 項 第 一 号 の 経 済 産 業 大

臣 、 国 土 交 通 大 臣 及 び 環 境 大 臣 が 定 め る 基 準 の う ち 市 長 が 定 め る 基 準 に 係 る も の で な い 場 合 に あ っ

て は 、 前 項 の 表 一 の 上 欄 に 掲 げ る 当 該 認 定 申 請 に 係 る 複 合 建 築 物 の 全 体 の 住 戸 数 の 区 分 に 応 じ 同 表

の 下 欄 に 定 め る 額 ） に 、 表 二 の 上 欄 に 掲 げ る 当 該 認 定 申 請 に 係 る 複 合 建 築 物 の 非 住 宅 部 分 の 床 面 積

の 合 計 の 区 分 に 応 じ 同 表 の 下 欄 に 定 め る 額 （ 当 該 複 合 建 築 物 の 非 住 宅 部 分 が 法 第 五 十 四 条 第 一 項 第

一 号 の 経 済 産 業 大 臣 、 国 土 交 通 大 臣 及 び 環 境 大 臣 が 定 め る 基 準 の う ち 市 長 が 定 め る 基 準 に 係 る も の

で な い 場 合 に あ っ て は 、 前 項 の 表 三 の 上 欄 に 掲 げ る 当 該 認 定 申 請 に 係 る 複 合 建 築 物 の 非 住 宅 部 分 の

床 面 積 の 合 計 の 区 分 に 応 じ 同 表 の 下 欄 に 定 め る 額 ） （ 以 下 こ の 号 に お い て 「 複 合 建 築 物 に 係 る 表 二

の 額 等 」 と い う 。 ） を 加 え て 得 た 額 （ 当 該 複 合 建 築 物 が 兼 用 住 宅 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 第 一 号 に

定 め る 額 に 複 合 建 築 物 に 係 る 表 二 の 額 等 を 加 え て 得 た 額 ）

四 　 複 合 建 築 物 の 住 宅 部 分 　 表 一 の 上 欄 に 掲 げ る 当 該 認 定 申 請 に 係 る 複 合 建 築 物 の 全 体 の 住 戸 数 の 区

分 に 応 じ 同 表 の 下 欄 に 定 め る 額 （ 当 該 複 合 建 築 物 が 兼 用 住 宅 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 第 一 号 に 定 め

る 額 ）

五 　 非 住 宅 建 築 物 又 は 複 合 建 築 物 の 非 住 宅 部 分 　 表 二 の 上 欄 に 掲 げ る 当 該 認 定 申 請 に 係 る 非 住 宅 建 築

物 又 は 複 合 建 築 物 の 非 住 宅 部 分 の 床 面 積 の 合 計 の 区 分 に 応 じ 、 同 表 の 下 欄 に 定 め る 額
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表 一

住 戸 数 金 額

五 戸 以 内 の も の 三 万 四 千 円

五 戸 を 超 え 、 十 戸 以 内 の も の 四 万 九 千 円

十 戸 を 超 え 、 二 十 五 戸 以 内 の も の 七 万 千 円

二 十 五 戸 を 超 え 、 五 十 戸 以 内 の も の 十 万 八 千 円

五 十 戸 を 超 え 、 百 戸 以 内 の も の 十 五 万 九 千 円

百 戸 を 超 え 、 二 百 戸 以 内 の も の 二 十 二 万 八 千 円

二 百 戸 を 超 え 、 三 百 戸 以 内 の も の 二 十 九 万 八 千 円

三 百 戸 を 超 え る も の 三 十 四 万 五 千 円

表 二

非 住 宅 部 分 の 床 面 積 の 合 計 金 額

三 百 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の 十 万 九 千 三 百 円

三 百 平 方 メ ー ト ル を 超 え 、 千 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の 十 三 万 六 千 八 百 円

千 平 方 メ ー ト ル を 超 え 、 二 千 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の 十 七 万 四 千 円

二 千 平 方 メ ー ト ル を 超 え 、 五 千 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の 二 十 七 万 二 千 円

五 千 平 方 メ ー ト ル を 超 え 、 一 万 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の 三 十 四 万 九 千 円

一 万 平 方 メ ー ト ル を 超 え 、 二 万 五 千 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の 四 十 一 万 七 千 円

二 万 五 千 平 方 メ ー ト ル を 超 え る も の 四 十 八 万 六 千 円

３　 前 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 認 定 申 請 に 係 る 低 炭 素 建 築 物 新 築 等 計 画 が 法 第 五 十 四 条 第 一 項 に 掲 げ

る 基 準 に 適 合 す る こ と を 証 す る 図 書 と し て 市 長 が 認 め る も の を 添 付 し て 認 定 申 請 を し よ う と す る 場 合

に お け る 低 炭 素 建 築 物 新 築 等 計 画 認 定 申 請 手 数 料 の 額 は 、 一 件 に つ き 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 当 該 認 定 申

請 に 係 る 建 築 物 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。

一　 一 戸 建 て の 住 宅　 五 千 円

二　 共 同 住 宅 等　 表 一 の 上 欄 に 掲 げ る 当 該 認 定 申 請 に 係 る 共 同 住 宅 等 の 全 体 の 住 戸 数 の 区 分 に 応 じ 同

表 の 下 欄 に 定 め る 額 （ 以 下 こ の 号 に お い て 「 共 同 住 宅 等 に 係 る 表 一 の 額 」 と い う 。 ） に 、 表 二 の 上

欄 に 掲 げ る 当 該 認 定 申 請 に 係 る 共 同 住 宅 等 の 全 体 の 共 用 部 分 の 床 面 積 の 合 計 の 区 分 に 応 じ 同 表 の 下

欄 に 定 め る 額 を 加 え て 得 た 額 （ 当 該 共 同 住 宅 等 が 共 用 部 分 を 有 し な い 場 合 又 は 当 該 共 同 住 宅 等 の 共

用 部 分 に つ い て 設 計 一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 等 を 算 出 し な い 場 合 に あ っ て は 、 共 同 住 宅 等 に 係 る 表 一

の 額 ）

三　 複 合 建 築 物 の 全 体　 表 一 の 上 欄 に 掲 げ る 当 該 認 定 申 請 に 係 る 複 合 建 築 物 の 全 体 の 住 戸 数 の 区 分 に

応 じ 同 表 の 下 欄 に 定 め る 額 （ 以 下 こ の 号 に お い て 「 複 合 建 築 物 に 係 る 表 一 の 額 」 と い う 。 ） に 、 表

二 の 上 欄 に 掲 げ る 当 該 認 定 申 請 に 係 る 複 合 建 築 物 の 共 用 部 分 の 床 面 積 の 合 計 の 区 分 に 応 じ 同 表 の 下

欄 に 定 め る 額 及 び 表 三 の 上 欄 に 掲 げ る 当 該 認 定 申 請 に 係 る 複 合 建 築 物 の 非 住 宅 部 分 の 床 面 積 の 合 計

の 区 分 に 応 じ 同 表 の 下 欄 に 定 め る 額 （ 以 下 こ の 号 に お い て 「 複 合 建 築 物 に 係 る 表 三 の 額 」 と い う 。 ）
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を 加 え て 得 た 額 （ 当 該 複 合 建 築 物 が 共 用 部 分 を 有 し な い 場 合 又 は 当 該 複 合 建 築 物 の 共 用 部 分 に つ い

て 設 計 一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 等 を 算 出 し な い 場 合 （ 当 該 複 合 建 築 物 が 兼 用 住 宅 で あ る 場 合 を 除 く 。 ）

に あ っ て は 複 合 建 築 物 に 係 る 表 一 の 額 に 複 合 建 築 物 に 係 る 表 三 の 額 を 加 え て 得 た 額 、 当 該 複 合 建 築

物 が 兼 用 住 宅 で あ る 場 合 に あ っ て は 第 一 号 に 定 め る 額 に 複 合 建 築 物 に 係 る 表 三 の 額 を 加 え て 得 た

額 ）

四　 複 合 建 築 物 の 住 宅 部 分　 表 一 の 上 欄 に 掲 げ る 当 該 認 定 申 請 に 係 る 複 合 建 築 物 の 全 体 の 住 戸 数 の 区

分 に 応 じ 同 表 の 下 欄 に 定 め る 額 （ 以 下 こ の 号 に お い て 「 複 合 建 築 物 に 係 る 表 一 の 額 」 と い う 。 ） に 、

表 二 の 上 欄 に 掲 げ る 当 該 認 定 申 請 に 係 る 複 合 建 築 物 の 共 用 部 分 の 床 面 積 の 合 計 の 区 分 に 応 じ 同 表 の

下 欄 に 定 め る 額 を 加 え て 得 た 額 （ 当 該 複 合 建 築 物 が 共 用 部 分 を 有 し な い 場 合 又 は 当 該 複 合 建 築 物 の

共 用 部 分 に つ い て 設 計 一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 等 を 算 出 し な い 場 合 （ 当 該 複 合 建 築 物 が 兼 用 住 宅 で あ

る 場 合 を 除 く 。 ） に あ っ て は 複 合 建 築 物 に 係 る 表 一 の 額 、 当 該 複 合 建 築 物 が 兼 用 住 宅 で あ る 場 合 に

あ っ て は 第 一 号 に 定 め る 額 ）

五　 非 住 宅 建 築 物 又 は 複 合 建 築 物 の 非 住 宅 部 分　 表 三 の 上 欄 に 掲 げ る 当 該 認 定 申 請 に 係 る 非 住 宅 建 築

物 又 は 複 合 建 築 物 の 非 住 宅 部 分 の 床 面 積 の 合 計 の 区 分 に 応 じ 、 同 表 の 下 欄 に 定 め る 額

表 一

住 戸 数 金 額

五 戸 以 内 の も の 一 万 円

五 戸 を 超 え 、 十 戸 以 内 の も の 一 万 六 千 円

十 戸 を 超 え 、 二 十 五 戸 以 内 の も の 二 万 七 千 円

二 十 五 戸 を 超 え 、 五 十 戸 以 内 の も の 四 万 五 千 円

五 十 戸 を 超 え 、 百 戸 以 内 の も の 八 万 円

百 戸 を 超 え 、 二 百 戸 以 内 の も の 十 二 万 七 千 円

二 百 戸 を 超 え 、 三 百 戸 以 内 の も の 十 六 万 円

三 百 戸 を 超 え る も の 十 七 万 千 円

表 二

共 用 部 分 の 床 面 積 の 合 計 金 額

三 百 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の 一 万 円

三 百 平 方 メ ー ト ル を 超 え 、 二 千 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の 二 万 七 千 円

二 千 平 方 メ ー ト ル を 超 え 、 五 千 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の 八 万 円

五 千 平 方 メ ー ト ル を 超 え 、 一 万 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の 十 二 万 七 千 円

一 万 平 方 メ ー ト ル を 超 え 、 二 万 五 千 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の 十 六 万 円

二 万 五 千 平 方 メ ー ト ル を 超 え る も の 二 十 万 円
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表 三

非 住 宅 部 分 の 床 面 積 の 合 計 金 額

三 百 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の 一 万 円

三 百 平 方 メ ー ト ル を 超 え 、 千 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の 一 万 七 千 円

千 平 方 メ ー ト ル を 超 え 、 二 千 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の 二 万 七 千 円

二 千 平 方 メ ー ト ル を 超 え 、 五 千 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の 八 万 円

五 千 平 方 メ ー ト ル を 超 え 、 一 万 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の 十 二 万 七 千 円

一 万 平 方 メ ー ト ル を 超 え 、 二 万 五 千 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の 十 六 万 円

二 万 五 千 平 方 メ ー ト ル を 超 え る も の 二 十 万 円

４　 市 長 は 、 法 第 五 十 五 条 第 一 項 の 認 定 に 係 る 申 請 を し よ う と す る 者 か ら 、 低 炭 素 建 築 物 新 築 等 計 画 変

更 認 定 申 請 手 数 料 と し て 、 一 件 に つ き 、 前 三 項 に 掲 げ る 金 額 を こ れ に 二 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 額 と し て

こ れ ら の 項 の 規 定 に 準 じ て 算 出 し た 額 を 徴 収 す る 。

５　 前 条 第 十 三 項 の 規 定 は 、 法 第 五 十 四 条 第 二 項 （ 法 第 五 十 五 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ）

の 規 定 に よ る 申 出 を し よ う と す る 者 か ら 徴 収 す る 建 築 基 準 関 係 規 定 適 合 確 認 審 査 申 出 手 数 料 に つ い て

準 用 す る 。

第 二 条 の 六 第 一 項 中 「 平 成 二 十 七 年 法 律 第 五 十 三 号 。 」 及 び 「 （ 法 第 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 非 住 宅 部

分 を い う 。 以 下 こ の 条 か ら 第 二 条 の 八 ま で に お い て 同 じ 。 ） 」 を 削 り 、 同 項 の 表 中

「
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」  を

「
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」

  に

改 め 、 同 条 第 二 項 の 表 中

「
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」  を

「
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」

  に

改 め る 。

第 二 条 の 七 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。

市 長 は 、 法 第 三 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 認 定 の 申 請 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 認 定 申 請 」 と い う 。 ）

を し よ う と す る 者 か ら 、 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 向 上 計 画 認 定 申 請 手 数 料 と し て 、 一 件 に つ き 、 次

の 各 号 に 掲 げ る 当 該 認 定 申 請 に 係 る 建 築 物 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 を 徴 収 す る 。

一　 一 戸 建 て の 住 宅 で 、 床 面 積 の 合 計 が 二 百 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の　 三 万 二 千 三 百 円

二　 一 戸 建 て の 住 宅 で 、 床 面 積 の 合 計 が 二 百 平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の　 三 万 六 千 百 円

三　 共 同 住 宅 等　 表 一 の 上 欄 に 掲 げ る 当 該 認 定 申 請 に 係 る 共 同 住 宅 等 の 住 宅 部 分 （ 当 該 共 同 住 宅 等 の

共 用 部 分 に つ い て 設 計 一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 等 を 算 出 し な い 場 合 に あ っ て は 、 当 該 共 用 部 分 を 除

三 百 平 方 メ ー ト ル 以 上 、 二 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 三 十 四 万 八 千 円

三 百 平 方 メ ー ト ル 以 上 、 二 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 十 三 万 八 千 円

三 百 平 方 メ ー ト ル 以 上 、 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 二 十 六 万 九 千 円

千 平 方 メ ー ト ル 以 上 、 二 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 三 十 四 万 八 千 円

三 百 平 方 メ ー ト ル 以 上 、 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 十 万 四 千 八 百 円

千 平 方 メ ー ト ル 以 上 、 二 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 十 三 万 八 千 円
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く 。 ） の 床 面 積 の 合 計 の 区 分 に 応 じ 、 同 表 の 下 欄 に 定 め る 額

四　 複 合 建 築 物 の 全 体　 表 一 の 上 欄 に 掲 げ る 当 該 認 定 申 請 に 係 る 複 合 建 築 物 の 住 宅 部 分 （ 当 該 複 合 建

築 物 の 共 用 部 分 に つ い て 設 計 一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 等 を 算 出 し な い 場 合 に あ っ て は 、 当 該 共 用 部 分

を 除 く 。 ） の 床 面 積 の 合 計 の 区 分 に 応 じ 同 表 の 下 欄 に 定 め る 額 に 、 表 二 の 上 欄 に 掲 げ る 当 該 認 定 申

請 に 係 る 複 合 建 築 物 の 非 住 宅 部 分 の 床 面 積 の 合 計 の 区 分 に 応 じ 同 表 の 下 欄 に 定 め る 額 （ 以 下 こ の 号

に お い て 「 複 合 建 築 物 に 係 る 表 二 の 額 」 と い う 。 ） を 加 え て 得 た 額 （ 当 該 複 合 建 築 物 が 兼 用 住 宅 で

あ る 場 合 に あ っ て は 、 そ の 住 宅 部 分 の 床 面 積 の 合 計 の 区 分 に 応 じ 第 一 号 又 は 第 二 号 に 定 め る 額 に 複

合 建 築 物 に 係 る 表 二 の 額 を 加 え て 得 た 額 ）

五　 複 合 建 築 物 の 住 宅 部 分　 表 一 の 上 欄 に 掲 げ る 当 該 認 定 申 請 に 係 る 複 合 建 築 物 の 住 宅 部 分 （ 当 該 複

合 建 築 物 の 共 用 部 分 に つ い て 設 計 一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 等 を 算 出 し な い 場 合 に あ っ て は 、 当 該 共 用

部 分 を 除 く 。 ） の 床 面 積 の 合 計 の 区 分 に 応 じ 、 同 表 の 下 欄 に 定 め る 額 （ 当 該 複 合 建 築 物 が 兼 用 住 宅

で あ る 場 合 に あ っ て は 、 そ の 住 宅 部 分 の 床 面 積 の 合 計 の 区 分 に 応 じ 第 一 号 又 は 第 二 号 に 定 め る 額 ）

六　 非 住 宅 建 築 物 又 は 複 合 建 築 物 の 非 住 宅 部 分　 表 二 の 上 欄 に 掲 げ る 当 該 認 定 申 請 に 係 る 非 住 宅 建 築

物 又 は 複 合 建 築 物 の 非 住 宅 部 分 の 床 面 積 の 合 計 の 区 分 に 応 じ 、 同 表 の 下 欄 に 定 め る 額

表 一

住 宅 部 分 の 床 面 積 の 合 計 金 額

三 百 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 六 万 五 千 二 百 円

三 百 平 方 メ ー ト ル 以 上 、 二 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 十 万 八 千 円

二 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 、 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 十 八 万 五 千 円

五 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の 二 十 六 万 六 千 円

表 二

非 住 宅 部 分 の 床 面 積 の 合 計 金 額

三 百 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 二 十 一 万 五 千 円

三 百 平 方 メ ー ト ル 以 上 、 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 二 十 六 万 九 千 円

千 平 方 メ ー ト ル 以 上 、 二 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 三 十 四 万 八 千 円

二 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 、 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 四 十 九 万 七 千 円

五 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 、 一 万 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 六 十 一 万 二 千 円

一 万 平 方 メ ー ト ル 以 上 、 二 万 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 七 十 二 万 三 千 円

二 万 五 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の 八 十 二 万 五 千 円

２　 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 認 定 申 請 に 係 る 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 向 上 計 画 （ 法 第 三 十 四 条 第 一

項 に 規 定 す る 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 向 上 計 画 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） が 、 法 第 三 十

五 条 第 一 項 第 一 号 の 経 済 産 業 省 令 ・ 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 基 準 の う ち 市 長 が 定 め る 基 準 に 係 る も の で

あ る 場 合 に お け る 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 向 上 計 画 認 定 申 請 手 数 料 の 額 は 、 一 件 に つ き 、 次 の 各 号

に 掲 げ る 当 該 認 定 申 請 に 係 る 建 築 物 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。
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一　 一 戸 建 て の 住 宅 で 、 床 面 積 の 合 計 が 二 百 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の　 一 万 六 千 四 百 円

二　 一 戸 建 て の 住 宅 で 、 床 面 積 の 合 計 が 二 百 平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の　 一 万 七 千 七 百 円

三　 共 同 住 宅 等　 表 一 の 上 欄 に 掲 げ る 当 該 認 定 申 請 に 係 る 共 同 住 宅 等 の 住 宅 部 分 （ 当 該 共 同 住 宅 等 の

共 用 部 分 に つ い て 設 計 一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 等 を 算 出 し な い 場 合 に あ っ て は 、 当 該 共 用 部 分 を 除

く 。 ） の 床 面 積 の 合 計 の 区 分 に 応 じ 、 同 表 の 下 欄 に 定 め る 額

四　 複 合 建 築 物 の 全 体　 表 一 の 上 欄 に 掲 げ る 当 該 認 定 申 請 に 係 る 複 合 建 築 物 の 住 宅 部 分 （ 当 該 複 合 建

築 物 の 共 用 部 分 に つ い て 設 計 一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 等 を 算 出 し な い 場 合 に あ っ て は 、 当 該 共 用 部 分

を 除 く 。 ） の 床 面 積 の 合 計 の 区 分 に 応 じ 同 表 の 下 欄 に 定 め る 額 （ 当 該 複 合 建 築 物 の 住 宅 部 分 が 法 第

三 十 五 条 第 一 項 第 一 号 の 経 済 産 業 省 令 ・ 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 基 準 の う ち 市 長 が 定 め る 基 準 に 係 る

も の で な い 場 合 に あ っ て は 、 前 項 の 表 一 の 上 欄 に 掲 げ る 当 該 認 定 申 請 に 係 る 複 合 建 築 物 の 住 宅 部 分 

  （ 当 該 複 合 建 築 物 の 共 用 部 分 に つ い て 設 計 一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 等 を 算 出 し な い 場 合 に あ っ て は 、

当 該 共 用 部 分 を 除 く 。 ） の 床 面 積 の 合 計 の 区 分 に 応 じ 同 表 の 下 欄 に 定 め る 額 ） に 、 表 二 の 上 欄 に 掲

げ る 当 該 認 定 申 請 に 係 る 複 合 建 築 物 の 非 住 宅 部 分 の 床 面 積 の 合 計 の 区 分 に 応 じ 同 表 の 下 欄 に 定 め る

額 （ 当 該 複 合 建 築 物 の 非 住 宅 部 分 が 法 第 三 十 五 条 第 一 項 第 一 号 の 経 済 産 業 省 令 ・ 国 土 交 通 省 令 で 定

め る 基 準 の う ち 市 長 が 定 め る 基 準 に 係 る も の で な い 場 合 に あ っ て は 、 前 項 の 表 二 の 上 欄 に 掲 げ る

当 該 認 定 申 請 に 係 る 複 合 建 築 物 の 非 住 宅 部 分 の 床 面 積 の 合 計 の 区 分 に 応 じ 同 表 の 下 欄 に 定 め る 額 ） 

  （ 以 下 こ の 号 に お い て 「 複 合 建 築 物 に 係 る 表 二 の 額 等 」 と い う 。 ） を 加 え て 得 た 額 （ 当 該 複 合 建 築

物 が 兼 用 住 宅 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 そ の 住 宅 部 分 の 床 面 積 の 合 計 の 区 分 に 応 じ 第 一 号 又 は 第 二 号

に 定 め る 額 に 複 合 建 築 物 に 係 る 表 二 の 額 等 を 加 え て 得 た 額 ）

五　 複 合 建 築 物 の 住 宅 部 分　 表 一 の 上 欄 に 掲 げ る 当 該 認 定 申 請 に 係 る 複 合 建 築 物 の 住 宅 部 分 （ 当 該 複

合 建 築 物 の 共 用 部 分 に つ い て 設 計 一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 等 を 算 出 し な い 場 合 に あ っ て は 、 当 該 共 用

部 分 を 除 く 。 ） の 床 面 積 の 合 計 の 区 分 に 応 じ 、 同 表 の 下 欄 に 定 め る 額 （ 当 該 複 合 建 築 物 が 兼 用 住 宅

で あ る 場 合 に あ っ て は 、 そ の 住 宅 部 分 の 床 面 積 の 合 計 の 区 分 に 応 じ 第 一 号 又 は 第 二 号 に 定 め る 額 ）

六　 非 住 宅 建 築 物 又 は 複 合 建 築 物 の 非 住 宅 部 分　 表 二 の 上 欄 に 掲 げ る 当 該 認 定 申 請 に 係 る 非 住 宅 建 築

物 又 は 複 合 建 築 物 の 非 住 宅 部 分 の 床 面 積 の 合 計 の 区 分 に 応 じ 、 同 表 の 下 欄 に 定 め る 額

表 一

住 宅 部 分 の 床 面 積 の 合 計 金 額

三 百 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 三 万 千 円

三 百 平 方 メ ー ト ル 以 上 、 二 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 五 万 三 千 八 百 円

二 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 、 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 九 万 七 千 五 百 円

五 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の 十 四 万 七 千 円
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表 二

非 住 宅 部 分 の 床 面 積 の 合 計 金 額

三 百 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 八 万 二 千 三 百 円

三 百 平 方 メ ー ト ル 以 上 、 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 十 万 四 千 八 百 円

千 平 方 メ ー ト ル 以 上 、 二 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 十 三 万 八 千 円

二 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 、 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 二 十 二 万 三 千 円

五 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 、 一 万 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 二 十 九 万 千 円

一 万 平 方 メ ー ト ル 以 上 、 二 万 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 三 十 五 万 円

二 万 五 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の 四 十 一 万 千 円

３　 前 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 認 定 申 請 に 係 る 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 向 上 計 画 が 法 第 三 十 五 条 第

一 項 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る こ と を 証 す る 図 書 と し て 市 長 が 認 め る も の を 添 付 し て 認 定 申 請 を し よ う

と す る 場 合 に お け る 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 向 上 計 画 認 定 申 請 手 数 料 の 額 は 、 一 件 に つ き 、 次 の 各

号 に 掲 げ る 当 該 認 定 申 請 に 係 る 建 築 物 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。

一　 一 戸 建 て の 住 宅　 四 千 四 百 円

二　 共 同 住 宅 等　 表 一 の 上 欄 に 掲 げ る 当 該 認 定 申 請 に 係 る 当 該 共 同 住 宅 等 の 住 宅 部 分 （ 当 該 共 同 住 宅

等 の 共 用 部 分 に つ い て 設 計 一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 等 を 算 出 し な い 場 合 に あ っ て は 、 当 該 共 用 部 分 を

除 く 。 ） の 床 面 積 の 合 計 の 区 分 に 応 じ 、 同 表 の 下 欄 に 定 め る 額

三　 複 合 建 築 物 の 全 体　 表 一 の 上 欄 に 掲 げ る 当 該 認 定 申 請 に 係 る 複 合 建 築 物 の 住 宅 部 分 （ 当 該 複 合 建

築 物 の 共 用 部 分 に つ い て 設 計 一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 等 を 算 出 し な い 場 合 に あ っ て は 、 当 該 共 用 部 分

を 除 く 。 ） の 床 面 積 の 合 計 の 区 分 に 応 じ 同 表 の 下 欄 に 定 め る 額 に 、 表 二 の 上 欄 に 掲 げ る 当 該 認 定 申

請 に 係 る 複 合 建 築 物 の 非 住 宅 部 分 の 床 面 積 の 合 計 の 区 分 に 応 じ 同 表 の 下 欄 に 定 め る 額 （ 以 下 こ の 号

に お い て 「 複 合 建 築 物 に 係 る 表 二 の 額 」 と い う 。 ） を 加 え て 得 た 額 （ 当 該 複 合 建 築 物 が 兼 用 住 宅 で

あ る 場 合 に あ っ て は 、 第 一 号 に 定 め る 額 に 複 合 建 築 物 に 係 る 表 二 の 額 を 加 え て 得 た 額 ）

四　 複 合 建 築 物 の 住 宅 部 分　 表 一 の 上 欄 に 掲 げ る 当 該 認 定 申 請 に 係 る 当 該 複 合 建 築 物 の 住 宅 部 分 （ 当

該 複 合 建 築 物 の 共 用 部 分 に つ い て 設 計 一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 等 を 算 出 し な い 場 合 に あ っ て は 、 当 該

共 用 部 分 を 除 く 。 ） の 床 面 積 の 合 計 の 区 分 に 応 じ 、 同 表 の 下 欄 に 定 め る 額 （ 当 該 複 合 建 築 物 が 兼 用

住 宅 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 第 一 号 に 定 め る 額 ）

五　 非 住 宅 建 築 物 又 は 複 合 建 築 物 の 非 住 宅 部 分　 表 二 の 上 欄 に 掲 げ る 当 該 認 定 申 請 に 係 る 非 住 宅 建 築

物 又 は 複 合 建 築 物 の 非 住 宅 部 分 の 床 面 積 の 合 計 の 区 分 に 応 じ 、 同 表 の 下 欄 に 定 め る 額
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表 一

住 宅 部 分 の 床 面 積 の 合 計 金 額

三 百 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 八 千 八 百 円

三 百 平 方 メ ー ト ル 以 上 、 二 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 一 万 九 千 円

二 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 、 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 四 万 二 千 四 百 円

五 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の 七 万 六 千 円

表 二

非 住 宅 部 分 の 床 面 積 の 合 計 金 額

三 百 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 八 千 八 百 円

三 百 平 方 メ ー ト ル 以 上 、 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 一 万 五 千 五 百 円

千 平 方 メ ー ト ル 以 上 、 二 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 二 万 五 千 三 百 円

二 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 、 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 七 万 六 千 円

五 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 、 一 万 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 十 二 万 円

一 万 平 方 メ ー ト ル 以 上 、 二 万 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 十 五 万 二 千 円

二 万 五 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の 十 九 万 円

第 二 条 の 八 第 一 項 第 一 号 及 び 第 二 号 中 「 第 二 条 第 三 号 」 を 「 第 二 条 第 一 項 第 三 号 」 に 改 め 、 同 項 第 三

号 及 び 第 四 号 中 「 第 二 条 第 三 号 」 を 「 第 二 条 第 一 項 第 三 号 」 に 、 「 前 条 第 二 項 第 一 号 の 表 」 を 「 前 条 第

二 項 の 表 二 」 に 改 め 、 同 項 第 五 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

五　 共 同 住 宅 等　 前 条 第 一 項 の 表 一 の 上 欄 に 掲 げ る 当 該 認 定 申 請 に 係 る 共 同 住 宅 等 の 住 宅 部 分 （ 当 該

共 同 住 宅 等 の 共 用 部 分 に つ い て 設 計 一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 等 を 算 出 し な い 場 合 に あ っ て は 、 当 該 共

用 部 分 を 除 く 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） の 床 面 積 の 合 計 の 区 分 に 応 じ 、 同 表 の 下 欄 に 定 め る 額 （ 当

該 建 築 物 が 法 第 二 条 第 一 項 第 三 号 の 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 基 準 の う ち 市 長 が 定 め る 基 準 に 係 る

も の で あ る 場 合 に あ っ て は 、 前 条 第 二 項 の 表 一 の 上 欄 に 掲 げ る 当 該 認 定 申 請 に 係 る 共 同 住 宅 等 の 住

宅 部 分 の 床 面 積 の 合 計 の 区 分 に 応 じ 、 同 表 の 下 欄 に 定 め る 額 ）

第 二 条 の 八 第 一 項 第 六 号 中 「 第 二 条 第 三 号 」 を 「 第 二 条 第 一 項 第 三 号 」 に 、 「 前 号 の 表 」 を 「 前 条 第

二 項 の 表 一 」 に 、 「 前 条 第 二 項 第 一 号 の 表 」 を 「 前 条 第 二 項 の 表 二 」 に 改 め 、 同 項 第 七 号 中 「 第 二 条 第

三 号 」 を 「 第 二 条 第 一 項 第 三 号 」 に 、 「 前 条 第 二 項 第 一 号 の 表 」 を 「 前 条 第 二 項 の 表 二 」 に 改 め 、 同 条

第 二 項 中 「 第 二 条 第 三 号 」 を 「 第 二 条 第 一 項 第 三 号 」 に 改 め る 。

附　 則

（ 施 行 期 日 ）

１　 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２　 改 正 後 の 第 二 条 の 五 か ら 第 二 条 の 八 ま で の 規 定 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 以 後 に な さ れ た 申 請 に 係 る

手 数 料 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に な さ れ た 申 請 に 係 る 手 数 料 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

56



理　 由

都 市 の 低 炭 素 化 の 促 進 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 の 改 正 を 考 慮 し 複 合 建 築 物 の 住 宅 部 分 及 び 非 住 宅 部 分 に

係 る 低 炭 素 建 築 物 新 築 等 計 画 認 定 申 請 手 数 料 を 定 め る と と も に 、 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に

関 す る 法 律 施 行 規 則 の 改 正 を 考 慮 し 複 合 建 築 物 の 住 宅 部 分 に 係 る 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 向 上 計 画 認

定 申 請 手 数 料 を 定 め る 等 の た め 、 現 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す

る 理 由 で あ る 。
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第 四 十 八 号 議 案

仙 台 市 地 区 計 画 の 区 域 内 に お け る 建 築 物 の 制 限 に 関 す る 条 例 の 一

部 を 改 正 す る 条 例

仙 台 市 地 区 計 画 の 区 域 内 に お け る 建 築 物 の 制 限 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

仙 台 市 地 区 計 画 の 区 域 内 に お け る 建 築 物 の 制 限 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 六 十 三 年 仙 台 市 条 例 第 五 十 二 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 五 条 第 二 項 第 十 一 号 中 「 第 十 五 条 第 一 項 」 を 「 第 十 一 条 第 一 項 」 に 、 「 第 十 五 条 第 二 項 」 を 「 第 十

一 条 第 二 項 」 に 改 め る 。

別 表 第 二 田 子 地 区 整 備 計 画 区 域 住 宅 Ｂ 地 区 の 項 及 び 新 田 東 地 区 整 備 計 画 区 域 沿 道 サ ー ビ ス 地 区 の 項 中

「都市計画道路 3 ・ 2 ・44定禅寺通錦町線 」 を 「都市計画道路3・3・340新田田子線 」 に 改 め 、 同 表 泉 パ ー

ク タ ウ ン 朝 日 地 区 整 備 計 画 区 域 店 舗 兼 用 住 宅 地 区 の 項 、 セ ン タ ー ハ ウ ス 地 区 の 項 及 び 近 隣 サ ー ビ ス Ａ 地

区 の 項 中 「地区幹線道路 」 を 「市道朝日 2 号線 」 に 改 め る 。

附　 則

こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 別 表 第 二 の 改 正 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

理　 由

建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 施 行 令 の 改 正 に 伴 い 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う 等 の た

め 、 現 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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第 四 十 九 号 議 案

仙 台 市 建 築 基 準 法 の 施 行 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

仙 台 市 建 築 基 準 法 の 施 行 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

仙 台 市 建 築 基 準 法 の 施 行 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 二 年 仙 台 市 条 例 第 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
第 十 一 条 第 一 項 第 十 二 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

十 二　 法 第 五 十 二 条 第 六 項 第 三 号 の 規 定 に 基 づ く 建

築 物 の 容 積 率 に 関 す る 特 例 の 認 定

建 築 物 の 容 積 率 の 特 例 認 定 申 請 手

数 料

二 万 七 千 円

第 十 一 条 第 一 項 第 十 四 号 中 「 第 五 項 」 を 「 第 五 項 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で 」 に 改 め 、 同 項 中 第 四 十 九 号

を 第 五 十 二 号 と し 、 第 四 十 号 か ら 第 四 十 八 号 ま で を 三 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 同 項 第 三 十 九 号 中 「 建 築 の 」 を

「 新 築 又 は 一 敷 地 内 許 可 建 築 物 の 増 築 等 の 」 に 、 「 一 敷 地 内 許 可 建 築 物 以 外 の 建 築 物 の 建 築 許 可 申 請 手 数

料 」 を 「 公 告 許 可 対 象 区 域 内 に お け る 建 築 物 の 位 置 及 び 構 造 の 許 可 申 請 手 数 料 」 に 、 「 一 敷 地 内 許 可 建

築 物 を 除 く 」 を 「 当 該 新 築 又 は 増 築 等 に 係 る 建 築 物 を い う 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 四 十 二 号 と し 、 同 項

第 三 十 八 号 中 「 建 築 の 」 を 「 新 築 又 は 一 敷 地 内 認 定 建 築 物 の 増 築 等 の 」 に 、 「 一 敷 地 内 認 定 建 築 物 以 外

の 建 築 物 で 対 象 区 域 内 に 広 い 空 地 を 有 す る も の の 建 築 許 可 申 請 手 数 料 」 を 「 公 告 認 定 対 象 区 域 内 に 広 い

空 地 を 有 す る 場 合 に お け る 建 築 物 の 位 置 及 び 構 造 の 許 可 申 請 手 数 料 」 に 、 「 一 敷 地 内 認 定 建 築 物 を 除 く 」

を 「 当 該 新 築 又 は 増 築 等 に 係 る 建 築 物 を い う 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 四 十 一 号 と し 、 同 項 第 三 十 七 号 中

「 建 築 の 」 を 「 新 築 又 は 一 敷 地 内 認 定 建 築 物 の 増 築 等 の 」 に 、 「 一 敷 地 内 認 定 建 築 物 以 外 の 建 築 物 の 建 築

認 定 申 請 手 数 料 」 を 「 公 告 認 定 対 象 区 域 内 に お け る 建 築 物 の 位 置 及 び 構 造 の 認 定 申 請 手 数 料 」 に 、 「 一

敷 地 内 認 定 建 築 物 を 除 く 」 を 「 当 該 新 築 又 は 増 築 等 に 係 る 建 築 物 を い う 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 四 十 号

と し 、 同 項 中 第 三 十 六 号 を 第 三 十 九 号 と し 、 第 二 十 一 号 か ら 第 三 十 五 号 ま で を 三 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 二

十 号 を 第 二 十 二 号 と し 、 同 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

二 十 三　 法 第 五 十 八 条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ く 建 築 物

の 高 さ に 関 す る 特 例 の 許 可

都 市 計 画 に お い て 建 築 物 の 高 さ の

最 高 限 度 が 定 め ら れ た 高 度 地 区 に

お け る 建 築 物 の 高 さ の 特 例 許 可 申

請 手 数 料

十 六 万 円

第 十 一 条 第 一 項 中 第 十 九 号 を 第 二 十 一 号 と し 、 第 十 八 号 を 第 二 十 号 と し 、 同 項 第 十 七 号 中 「 第 五 十 五

条 第 三 項 各 号 」 を 「 第 五 十 五 条 第 四 項 各 号 」 に 、 「 高 さ の 」 を 「 高 さ に 関 す る 制 限 の 適 用 除 外 に 係 る 」

に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 十 九 号 と し 、 同 項 第 十 六 号 を 同 項 第 十 七 号 と し 、 同 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

十 八　 法 第 五 十 五 条 第 三 項 の 規 定 に 基 づ く 建 築 物 の

高 さ に 関 す る 特 例 の 許 可

第 一 種 低 層 住 居 専 用 地 域 等 に お け

る 建 築 物 の 高 さ の 特 例 許 可 申 請 手

数 料

十 六 万 円

第 十 一 条 第 一 項 中 第 十 五 号 を 第 十 六 号 と し 、 第 十 四 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。
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十 五　 法 第 五 十 三 条 第 五 項 第 四 号 の 規 定 に 基 づ く 建

築 物 の 建 蔽 率 に 関 す る 特 例 の 許 可

屋 外 に 面 す る 建 築 物 の 部 分 に 関 す

る 工 事 を 行 う 建 築 物 の 建 蔽 率 の 特

例 許 可 申 請 手 数 料

十 六 万 円

附　 則

こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

理　 由

建 築 基 準 法 の 改 正 を 考 慮 し 、 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 の た め 屋 外 に 面 す る 建 築 物 の 部 分 に

関 す る 工 事 を 行 う 構 造 上 や む を 得 な い 建 築 物 の 建 蔽 率 の 特 例 許 可 申 請 手 数 料 を 定 め る 等 の た め 、 現 行 条

例 の 一 部 を 改 正 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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第 五 十 号 議 案

仙 台 市 宅 地 造 成 等 規 制 法 の 施 行 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条

例
仙 台 市 宅 地 造 成 等 規 制 法 の 施 行 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

仙 台 市 宅 地 造 成 等 規 制 法 の 施 行 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 二 年 仙 台 市 条 例 第 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。

題 名 を 次 の よ う に 改 め る 。

仙 台 市 宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土 等 規 制 法 の 施 行 に 関 す る 条 例

第 一 条 中 「 宅 地 造 成 等 規 制 法 」 を 「 宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土 等 規 制 法 」 に 改 め る 。

第 二 条 第 一 項 中 「 第 八 条 第 一 項 本 文 」 を 「 第 十 二 条 第 一 項 」 に 、 「 宅 地 造 成 」 を 「 宅 地 造 成 等 」 に 、 「 第

十 一 条 」 を 「 第 十 五 条 第 一 項 」 に 、 「 造 成 主 」 を 「 工 事 主 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 造 成 主 」 を 「 工 事 主 」

に 改 め る 。

第 三 条 及 び 第 四 条 中 「 造 成 主 」 を 「 工 事 主 」 に 改 め る 。

第 五 条 第 一 項 中 「 第 八 条 第 一 項 本 文 」 を 「 第 十 二 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 第 十 二 条 第 一 項 」

を 「 第 十 六 条 第 一 項 」 に 改 め る 。

附　 則

こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 五 月 二 十 六 日 か ら 施 行 す る 。

理　 由

宅 地 造 成 等 規 制 法 の 改 正 に 伴 い 、 条 例 の 題 名 を 仙 台 市 宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土 等 規 制 法 の 施 行 に 関 す る

条 例 に 改 め る と と も に 、 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う た め 、 現 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、

こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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第 五 十 一 号 議 案

仙 台 市 宅 地 保 全 審 議 会 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

仙 台 市 宅 地 保 全 審 議 会 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

仙 台 市 宅 地 保 全 審 議 会 条 例 （ 昭 和 五 十 二 年 仙 台 市 条 例 第 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

題 名 を 次 の よ う に 改 め る 。

仙 台 市 宅 地 保 全 等 審 議 会 条 例

第 一 条 中 「 仙 台 市 宅 地 保 全 審 議 会 」 を 「 仙 台 市 宅 地 保 全 等 審 議 会 」 に 改 め る 。

第 二 条 第 一 号 及 び 第 二 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

一　 宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土 等 規 制 法 （ 昭 和 三 十 六 年 法 律 第 百 九 十 一 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 十 条

第 一 項 の 規 定 に よ る 宅 地 造 成 等 工 事 規 制 区 域 の 指 定 及 び 法 第 二 十 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 特 定 盛 土

等 規 制 区 域 の 指 定 に 関 す る 事 項

二　 法 第 二 十 三 条 第 一 項 及 び 第 二 項 並 び に 第 四 十 二 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 に よ る 改 善 命 令 に 係 る

技 術 的 専 門 事 項

第 二 条 第 三 号 及 び 第 三 条 第 二 項 第 一 号 中 「 宅 地 保 全 」 を 「 宅 地 保 全 等 」 に 改 め る 。

附　 則

（ 施 行 期 日 ）

１　 こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 五 月 二 十 六 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２　 改 正 後 の 第 一 条 の 規 定 に よ り 置 か れ る 仙 台 市 宅 地 保 全 等 審 議 会 は 、 市 長 の 諮 問 に 応 じ 、 こ の 条 例 の

施 行 の 日 以 後 も 宅 地 造 成 等 規 制 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 四 年 法 律 第 五 十 五 号 ） に よ る 改 正 前 の

宅 地 造 成 等 規 制 法 （ 昭 和 三 十 六 年 法 律 第 百 九 十 一 号 ） 第 十 七 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 改 善 命

令 に 係 る 技 術 的 専 門 事 項 を 調 査 審 議 す る も の と す る 。

３　 こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 第 一 条 の 規 定 に よ り 置 か れ た 仙 台 市 宅 地 保 全 審 議 会 の 委 員 で あ る

者 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 に 、 改 正 後 の 第 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 仙 台 市 宅 地 保 全 等 審 議 会 の 委 員 に

委 嘱 さ れ 、 又 は 任 命 さ れ た も の と み な す 。 こ の 場 合 に お い て 、 そ の 委 嘱 さ れ 、 又 は 任 命 さ れ た 者 の 任

期 は 、 同 条 第 三 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 日 に お け る 仙 台 市 宅 地 保 全 審 議 会 の 委 員 と し て の 任 期 の 残

任 期 間 と 同 一 の 期 間 と す る 。

理　 由

宅 地 造 成 等 規 制 法 の 改 正 を 考 慮 し 審 議 会 が 調 査 審 議 す る 事 項 を 追 加 し 審 議 会 の 名 称 を 仙 台 市 宅 地 保 全

等 審 議 会 に 改 め る と と も に 条 例 の 題 名 を 仙 台 市 宅 地 保 全 等 審 議 会 条 例 に 改 め る 等 の た め 、 現 行 条 例 の 一

部 を 改 正 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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第 五 十 二 号 議 案

仙 台 市 造 成 宅 地 滑 動 崩 落 防 止 施 設 の 保 全 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改

正 す る 条 例

仙 台 市 造 成 宅 地 滑 動 崩 落 防 止 施 設 の 保 全 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

仙 台 市 造 成 宅 地 滑 動 崩 落 防 止 施 設 の 保 全 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 五 年 仙 台 市 条 例 第 二 十 八 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 中 「 宅 地 造 成 等 規 制 法 」 を 「 宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土 等 規 制 法 」 に 、 「 第 二 条 第 七 号 」 を 「 第 二

条 第 九 号 」 に 改 め る 。

附　 則

こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 五 月 二 十 六 日 か ら 施 行 す る 。

理　 由

宅 地 造 成 等 規 制 法 の 改 正 に 伴 い 、 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う た め 、 現 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 必 要 が あ

る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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第 五 十 三 号 議 案

仙 台 市 新 田 住 宅 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

仙 台 市 新 田 住 宅 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

仙 台 市 新 田 住 宅 条 例 （ 平 成 二 十 二 年 仙 台 市 条 例 第 三 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 八 条 第 二 項 第 三 号 中 「 第 五 条 」 を 「 第 五 条 第 一 項 」 に 改 め る 。

附　 則

こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

理　 由

精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る 法 律 の 改 正 に 伴 い 、 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う た め 、 現 行 条 例 の

一 部 を 改 正 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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第 五 十 四 号 議 案

仙 台 市 都 市 公 園 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

仙 台 市 都 市 公 園 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

仙 台 市 都 市 公 園 条 例 （ 昭 和 四 十 年 仙 台 市 条 例 第 三 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 七 運 動 広 場 の 項 中

「
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」

「
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」

改 め 、 同 表 キ ャ ン プ 場 の 項 中 「 海 岸 公 園 」 を
「 　　　　　　 

」
に 改 め る 。

附　 則

こ の 条 例 は 、 市 長 が 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。

理　 由

高 砂 中 央 公 園 の 運 動 広 場 及 び キ ャ ン プ 場 の 使 用 料 を 定 め る た め 、 現 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 必 要 が あ

る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

海 岸 公 園

全 面 利 用

午 前 （ 午 前 九 時 か ら 正 午 ま で ）　 八 千 六 百 円

午 後 （ 午 後 一 時 か ら 午 後 五 時 ま で ）　 一 万 千 六 百 円

半 面 利 用

午 前 （ 午 前 九 時 か ら 正 午 ま で ） 一 面 に つ き　 四 千 二 百 円

午 後 （ 午 後 一 時 か ら 午 後 五 時 ま で ） 一 面 に つ き　 五 千 八 百 円

海 岸 公 園

全 面 利 用

午 前 （ 午 前 九 時 か ら 正 午 ま で ）　 八 千 六 百 円

午 後 （ 午 後 一 時 か ら 午 後 五 時 ま で ）　 一 万 千 六 百 円

半 面 利 用

午 前 （ 午 前 九 時 か ら 正 午 ま で ） 一 面 に つ き　 四 千 二 百 円

午 後 （ 午 後 一 時 か ら 午 後 五 時 ま で ） 一 面 に つ き　 五 千 八 百 円

高 砂 中 央 公 園

午 前 （ 午 前 八 時 か ら 正 午 ま で ）　 二 千 八 百 円

午 後 （ 正 午 か ら 午 後 五 時 ま で ）　 三 千 六 百 円

　  を

　  に

海 岸 公 園

高 砂 中 央 公 園
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第 五 十 五 号 議 案

職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 六 年 仙 台 市 条 例 第 六 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 六 特 別 支 援 学 校 手 当 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

附　 則

こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

理　 由

特 殊 勤 務 手 当 の う ち 夜 間 学 級 手 当 が 支 給 さ れ る 職 員 の 範 囲 及 び 支 給 額 を 定 め る た め 、 現 行 条 例 の 一 部

を 改 正 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

夜間学級手当 職員が，夜間学級に関する業務に従事したとき 日額1,200円

73



第 五 十 六 号 議 案

仙 台 市 博 物 館 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

仙 台 市 博 物 館 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

（ 仙 台 市 博 物 館 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条　 仙 台 市 博 物 館 条 例 （ 昭 和 六 十 年 仙 台 市 条 例 第 二 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 条 第 一 項 中 「 第 二 十 条 第 一 項 」 を 「 第 二 十 三 条 第 一 項 」 に 改 め る 。

（ 仙 台 市 科 学 館 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条　 仙 台 市 科 学 館 条 例 （ 平 成 二 年 仙 台 市 条 例 第 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 中 「 、 博 物 館 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 二 百 八 十 五 号 ） 第 十 八 条 の 規 定 に 基 づ き 」 を 削 る 。

第 九 条 第 一 項 中 「 第 二 十 条 第 一 項 」 を 「 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 二 百 八 十 五 号 ） 第 二 十 三 条 第 一 項 」

に 改 め る 。

（ 仙 台 市 文 化 財 保 護 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 三 条　 仙 台 市 文 化 財 保 護 条 例 （ 昭 和 三 十 七 年 仙 台 市 条 例 第 二 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 条 第 三 号 中 「 第 二 十 九 条 」 を 「 第 三 十 一 条 第 一 項 」 に 改 め る 。

附　 則

こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

理　 由

博 物 館 法 の 改 正 に 伴 い 、 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う た め 、 現 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 必 要 が あ る 。 こ れ

が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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第 57 号議案

工事請負契約の締結に関する件

工事請負契約を次のとおり締結することにつき，議会の議決に付すべき契約に関する条例第 2

条の規定により，議決を求める。

1 　工 事 件 名　　 仙台市鶴ケ谷第二市営住宅団地再整備事業（第一工区） 1 棟新築工事

2 　工事施行場所　　仙台市宮城野区鶴ケ谷六丁目 4 番

3 　契 約 の 方 法　　一般競争入札

4 　契 約 金 額　　金 1,177,000,000円

5 　契約の相手方　　仙台市青葉区立町27番21号

　　　　　　　　　　橋本店・奥田建設共同企業体

　　　　　　　　　　　構成員　仙台市青葉区立町27番21号

　　　　　　　　　　　　　　　株式会社橋本店

　　　　　　　　　　　構成員　仙台市青葉区八幡六丁目 9 番 1 号

　　　　　　　　　　　　　　　奥田建設株式会社
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第 58 号議案

工事請負契約の締結に関する件

工事請負契約を次のとおり締結することにつき，議会の議決に付すべき契約に関する条例第 2

条の規定により，議決を求める。

1 　工 事 件 名　　 仙台市鶴ケ谷第二市営住宅団地再整備事業（第一工区） 2 棟（西）新築工

事

2 　工事施行場所　　仙台市宮城野区鶴ケ谷六丁目 4 番

3 　契 約 の 方 法　　一般競争入札

4 　契 約 金 額　　金 1,235,300,000円

5 　契約の相手方　　仙台市青葉区立町27番21号

　　　　　　　　　　橋本店・奥田建設共同企業体

　　　　　　　　　　　構成員　仙台市青葉区立町27番21号

　　　　　　　　　　　　　　　株式会社橋本店

　　　　　　　　　　　構成員　仙台市青葉区八幡六丁目 9 番 1 号

　　　　　　　　　　　　　　　奥田建設株式会社
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第 59 号議案

工事請負契約の締結に関する件

工事請負契約を次のとおり締結することにつき，議会の議決に付すべき契約に関する条例第 2

条の規定により，議決を求める。

1 　工 事 件 名　　 仙台市鶴ケ谷第二市営住宅団地再整備事業（第一工区） 2 棟（東）及び集

会所新築工事

2 　工事施行場所　　仙台市宮城野区鶴ケ谷六丁目 4 番

3 　契 約 の 方 法　　一般競争入札

4 　契 約 金 額　　金 1,127,500,000円

5 　契約の相手方　　仙台市青葉区一番町二丁目 2 番13号

　　　　　　　　　　仙建工業・阿部和工務店共同企業体

　　　　　　　　　　　構成員　仙台市青葉区一番町二丁目 2 番13号

　　　　　　　　　　　　　　　仙建工業株式会社

　　　　　　　　　　　構成員　仙台市青葉区上杉一丁目17番18号

　　　　　　　　　　　　　　　株式会社阿部和工務店
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第 60 号議案

工事請負契約の締結に関する件

工事請負契約を次のとおり締結することにつき，議会の議決に付すべき契約に関する条例第 2

条の規定により，議決を求める。

1 　工 事 件 名　　 仙台市立宮城野中学校校舎増築等工事

2 　工事施行場所　　仙台市宮城野区五輪一丁目304番 1 ，305番 1 ，307番 9

3 　契 約 の 方 法　　一般競争入札

4 　契 約 金 額　　金 572,440,000円

5 　契約の相手方　　仙台市宮城野区原町四丁目 6 番 2 号

　　　　　　　　　　鷹觜建設・橋本店共同企業体

　　　　　　　　　　　構成員　仙台市宮城野区原町四丁目 6 番 2 号

　　　　　　　　　　　　　　　鷹觜建設株式会社

　　　　　　　　　　　構成員　仙台市青葉区立町27番21号

　　　　　　　　　　　　　　　株式会社橋本店
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第 61 号議案

工事請負契約の締結に関する件

工事請負契約を次のとおり締結することにつき，議会の議決に付すべき契約に関する条例第 2

条の規定により，議決を求める。

1 　工 事 件 名　　 仙台市若林区文化センター等大規模改修電気設備工事

2 　工事施行場所　　仙台市若林区南小泉一丁目 1 番 1

3 　契 約 の 方 法　　一般競争入札

4 　契 約 金 額　　金 704,000,000円

5 　契約の相手方　　仙台市若林区卸町東一丁目 4 番23号

　　　　　　　　　　太平電気・伸電共同企業体

　　　　　　　　　　　構成員　仙台市若林区卸町東一丁目 4 番23号

　　　　　　　　　　　　　　　太平電気株式会社

　　　　　　　　　　　構成員　仙台市若林区卸町東五丁目 2 番 2 号

　　　　　　　　　　　　　　　株式会社伸電
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第 62 号議案

工事請負契約の締結に関する件

工事請負契約を次のとおり締結することにつき，議会の議決に付すべき契約に関する条例第 2

条の規定により，議決を求める。

1 　工 事 件 名　　 仙台市若林区文化センター等大規模改修機械設備工事

2 　工事施行場所　　仙台市若林区南小泉一丁目 1 番 1

3 　契 約 の 方 法　　一般競争入札

4 　契 約 金 額　　金 1,270,500,000円

5 　契約の相手方　　仙台市宮城野区大梶13番30号

　　　　　　　　　　加納工業所・熱研プラント工業共同企業体

　　　　　　　　　　　構成員　仙台市宮城野区大梶13番30号

　　　　　　　　　　　　　　　株式会社加納工業所

　　　　　　　　　　　構成員　仙台市宮城野区扇町五丁目 8 番 4 号

　　　　　　　　　　　　　　　熱研プラント工業株式会社
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第 63 号議案

損害賠償の額の決定に関する件

令和 4 年 7 月15日　　　　　　　　　　　　　　　先の市道に埋設された水道管の瑕疵により

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が管理する家屋等が損傷した事故に関し，本市が当該

者に対して支払う損害賠償の額を9,742,000円とすることにつき，地方自治法第96条第 1 項第13号

の規定により，議決を求める。
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第 64 号議案

市町の境界変更の申請に関する件

本市と宮城郡利府町との境界の一部を次のとおり変更することについて宮城県知事に申請する

ことにつき，地方自治法第 7 条第 6 項の規定により，議決を求める。

1 　仙台市に編入する区域

宮城郡利府町神谷沢字金沢35の 3 ，71の 2 ，72の186及びこれらの区域に隣接する道路であ

る公有地の一部

備考　地番は令和 4 年12月14日現在のもの

2 　宮城郡利府町に編入する区域

仙台市宮城野区岩切字羽黒前88の 2 ，89，90，91の 4 ，92の 2 ，93の 3 ，100の 3 ，101の 4

及びこれらの区域に隣接する道路である国有地の一部

備考　地番は令和 4 年12月14日現在のもの
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第 65 号議案

市町の境界変更に伴う財産処分の協議に関する件

本市と利府町との間において，市町の境界変更に伴う財産処分について別紙のとおり協議する

ことにつき，地方自治法第 7 条第 6 項の規定により，議決を求める。
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境界変更に伴う財産処分に関する協議書

仙台市と利府町は，境界変更に伴う財産処分について，地方自治法（昭和22年法律第67号）第

7 条第 5 項の規定に基づき，次のとおり協議する。

なお，この財産処分は，境界変更と同時に効力を生ずるものとする。

利府町が所有する次の土地は，仙台市の所有とする。

所在・地番 地目 地積（実測・㎡）

宮 城 郡
利 府 町

神谷沢字金沢35の 3 ため池 44.65

神谷沢字金沢71の 2 ，72の186に隣接する道路 ― 187.25

計 231.90

仙台市及び利府町は，本協議書 2 通を作成し，双方記名押印の上，各自 1 通を保有する。

　令和　　年　　月　　日

仙台市青葉区国分町三丁目 7 番 1 号

仙台市

代表者　　市長　　郡　　　和　子

宮城郡利府町利府字新並松 4 番地

利府町

代表者　　町長　　熊　谷　　　大

95



第 66 号議案

指定管理者の指定に関する件

次の施設の指定管理者を指定することにつき，地方自治法第244条の 2 第 6 項の規定により，

議決を求める。

施 設 の 名 称 指 定 す る 団 体 指 定 の 期 間

仙台市若林区文化セン
ター

仙台市青葉区大町二丁目12番 1 号
公益財団法人仙台ひと・まち交流財団

令和 5 年 4 月 1 日から
令和10年 3 月31日まで

仙台市太白区文化セン
ター

仙台市宮城野区文化セ
ンター
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第 67 号議案

指定管理者の指定に関する件

次の施設の指定管理者を指定することにつき，地方自治法第244条の 2 第 6 項の規定により，

議決を求める。

施 設 の 名 称 指 定 す る 団 体 指 定 の 期 間

仙台市広瀬文化セン
ター

仙台市青葉区大町二丁目12番 1 号
公益財団法人仙台ひと・まち交流財団

令和 5 年 4 月 1 日から
令和10年 3 月31日まで
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第 68 号議案

指定管理者の指定に関する件

次の施設の指定管理者を指定することにつき，地方自治法第244条の 2 第 6 項の規定により，

議決を求める。

施 設 の 名 称 指 定 す る 団 体 指 定 の 期 間

仙台市シルバーセン
ター

仙台市青葉区花京院一丁目 3 番 2 号
仙台市健康福祉事業団・東北共立グループ

令和 5 年 4 月 1 日から
令和 8 年 3 月31日まで
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第 69 号議案

指定管理者の指定に関する件

次の施設の指定管理者を指定することにつき，地方自治法第244条の 2 第 6 項の規定により，

議決を求める。

施 設 の 名 称 指 定 す る 団 体 指 定 の 期 間

仙台市生涯学習支援セ
ンター

仙台市青葉区大町二丁目12番 1 号
公益財団法人仙台ひと・まち交流財団

令和 5 年 4 月 1 日から
令和10年 3 月31日まで

仙台市青葉区中央市民
センター

仙台市宮城野区中央市
民センター

仙台市若林区中央市民
センター

仙台市太白区中央市民
センター

仙台市泉区中央市民セ
ンター

仙台市柏木市民セン
ター

仙台市北山市民セン
ター

仙台市福沢市民セン
ター

仙台市旭ケ丘市民セン
ター

仙台市三本松市民セン
ター
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仙台市片平市民セン
ター

仙台市水の森市民セン
ター

仙台市貝ケ森市民セン
ター

仙台市中山市民セン
ター

仙台市折立市民セン
ター

仙台市木町通市民セン
ター

仙台市広瀬市民セン
ター

仙台市宮城西市民セン
ター

仙台市大沢市民セン
ター

仙台市落合市民セン
ター

仙台市吉成市民セン
ター

仙台市高砂市民セン
ター

仙台市岩切市民セン
ター

仙台市鶴ケ谷市民セン
ター
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仙台市榴ケ岡市民セン
ター

仙台市東部市民セン
ター

仙台市幸町市民セン
ター

仙台市田子市民セン
ター

仙台市福室市民セン
ター

仙台市七郷市民セン
ター

仙台市荒町市民セン
ター

仙台市六郷市民セン
ター

仙台市若林市民セン
ター

仙台市沖野市民セン
ター

仙台市生出市民セン
ター

仙台市中田市民セン
ター

仙台市西多賀市民セン
ター

仙台市八本松市民セン
ター
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仙台市八木山市民セン
ター

仙台市山田市民セン
ター

仙台市茂庭台市民セン
ター

仙台市東中田市民セン
ター

仙台市柳生市民セン
ター

仙台市富沢市民セン
ター

仙台市秋保市民セン
ター

仙台市馬場市民セン
ター

仙台市湯元市民セン
ター

仙台市根白石市民セン
ター

仙台市南光台市民セン
ター

仙台市黒松市民セン
ター

仙台市将監市民セン
ター

仙台市加茂市民セン
ター
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仙台市高森市民セン
ター

仙台市松陵市民セン
ター

仙台市寺岡市民セン
ター

仙台市長命ケ丘市民セ
ンター

仙台市松森市民セン
ター

仙台市桂市民センター

仙台市南中山市民セン
ター
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第 70 号議案

包括外部監査契約の締結に関する件

包括外部監査契約を次のとおり締結することにつき，地方自治法第252条の36第 1 項の規定に

より，議決を求める。

1 　契 約 の 内 容　　当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告

2 　契約の期間の始期　　令和 5 年 4 月 1 日

3 　契 　 約 　 金 　 額　　15,000,000円を上限とする額

4 　費用の支払方法　　 契約の期間における最後の監査の結果に関する報告の提出後に一括払

とする。ただし，相手方から請求があり，必要と認められる場合は，

概算払をすることができる。

5 　契 約 の 相 手 方　　

公認会計士　小川　高広
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第 71 号議案

市道路線の認定及び廃止に関する件

市道の路線を次のとおり認定し，及び廃止することにつき，道路法第 8 条第 2 項（同法第10条

第 3 項において準用する場合を含む。）の規定により，議決を求める。

1 　認定するもの

路　　　　線　　　　名 起　　　　　　　　　点
終　　　　　　　　　点

新 田 1 号 線 仙台市宮城野区福室五丁目217番 1
　　　同　　　福室六丁目32番 4

新 田 2 号 線 仙台市宮城野区福室六丁目104番 2
　　　同　　　　　　　　401番

南 宮 北 福 室 （ そ の 2 ） 線 仙台市宮城野区福室六丁目302番 4
　　　同　　　福室五丁目902番 2

富 沢 西 三 丁 目 1 号 線 仙台市太白区富沢西三丁目11番26
　　　同　　　　　　　　11番16

2 　廃止するもの

路　　　　線　　　　名 起　　　　　　　　　点
終　　　　　　　　　点

新 田 線 仙台市宮城野区福室五丁目217番 1
　　　同　　　福室六丁目401番

南 宮 北 福 室 （ そ の 2 ） 線 仙台市宮城野区福室六丁目302番 4
　　　同　　　　　　　　302番 4
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第 72 号議案

仙台市固定資産評価審査委員会の委員の選任に関する件

仙台市固定資産評価審査委員会の委員須藤信行，荒井美佐子及び岡義彦は令和 5 年 3 月31日に

任期を満了するので，別紙の者を後任の委員に選任することにつき，地方税法第423条第 3 項の

規定により，同意を求める。
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※上記別紙の者は，岡義彦，佐々木真理及び江澤亜樹



第 73 号議案

人権擁護委員候補者の推薦に関する件

別紙の者を人権擁護委員候補者に推薦することにつき，人権擁護委員法第 6 条第 3 項の規定に

より，意見を求める。
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　西山敦子，齋藤信一及び時準雄


